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午前10時00分開議 

○議長（深見 忠生君）  皆さん、おはようございます。 

 瀬戸口和幸議員から、午前中欠席の届け出があっております。 

 ただいまの出席議員は２４名であり、定足数に達しております。 

 これより議事日程表第４号により本日の会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．一般質問 

○議長（深見 忠生君）  日程第１、一般質問を行います。 

 あらかじめ申し上げます。一般質問の時間は、質問、答弁を含め５０分以内となっております

ので、よろしくお願いをいたします。 

 質問通告者一覧表の順序によりまして、順次登壇をお願いいたします。 

 それでは、質問順位に従い、３番、小金丸益明議員の登壇をお願いします。 

〔小金丸益明議員 一般質問席 登壇〕 

○議員（３番 小金丸益明君）  おはようございます。一般質問に入る前に、さきの行政報告にお

きまして、芦辺町第１分団が全国大会に出場するに当たりまして、市長から祝意と激励の言葉を
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いただきましたことに厚くお礼を申し上げます。 

 消防署の熱い指導のもとに日夜頑張っておりますので、期待に必ず沿えることと思いますので、

乞う御期待をお願いいたします。最後まで御支援のほども重ねてお願い申し上げます。 

 きのうの一般質問でもいろいろ各議員の御意見も出ておりました。お茶を飲みながら饅頭を食

べて夢のある壱岐市に早くなるように市長の舵取りをよろしくお願いします。そういう島になる

ためには、私は子供の環境もぜひ整えるべきと思いまして、その中から学校給食の問題について、

きょうは質問をしたいと思っております。 

 それでは、通告に従いまして一般質問を行います。 

 市内小中学校における学校給食の今後の方針についてお尋ねいたします。 

 私は、今まで一度も学校給食を食べていない年代に属しております。また、旧芦辺町は学校給

食の実施が他の３町よりおくれをとっておりまして、昭和５５年から平成４年度にかけて小学校

６校及び中学校３校に順次施設の整備がなされております。 

 当時、他の３町は共同調理場方式、いわゆるセンター方式をとっておりましたが、芦辺町は先

例を是とせず、単独校調理場方式を採用し、町内９カ所におのおの調理場を建設する判断を下し、

現在に至っているところでございます。 

 財政面もさることながら、他の３町が既にセンター方式を採用、稼働している状況下で、建設

始期から後年の運営経費までコスト高となることが明白な自校方式をあえて選択された当時の芦

辺町の行政、そして議会の判断が何をもってそうされたのか興味津々たるものがございます。市

長は、当時芦辺町の職員時代でもありますし、もしこの自校方式採用に関して何らかの記憶があ

れば、後より答弁であわせてお願いいたしたいと思います。 

 さて、過去をほじくり返しても前に進むものではございませんが、このような経緯がありまし

て、現在芦辺町に９つの調理場と郷ノ浦、勝本、石田に各共同調理場があり、合計１２の調理場

で学校給食が賄われているのが現状です。同じ市内において、自校方式、そしてセンター方式が

混在するのも、合併のもたらすおもしろ風景として今はとらえてよいと思いますが、合併後の行

政サービスの平準化も重要な課題であり、いつまでもこのおもしろ風景を放置できるものではあ

りません。自校、センターの両方式ともメリット・デメリットを上げれば、双方とも互角に戦え

るのではないかと私は考えております。壱岐市として、双方の方式に対して基本的にどのような

認識をお持ちなのかお尋ねいたします。 

 また、一部関係者を前に、平成２３年度からセンター方式を採用し、島の中央部に１カ所建設

したい旨の発言があったように聞き及んでおります。発言の真意を改めてお聞かせいただきたい

と思います。また、基本的な計画があれば、建設予定地等を含めて提示いただきたいと思います。

教育長にも御指名をしておりますが、まず市長の御見解をお願いいたします。 
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○議長（深見 忠生君）  小金丸議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 

○市長（白川 博一君）  おはようございます。３番議員、小金丸益明議員の御質問にお答えをい

たします。 

 冒頭、小金丸議員は給食を食べた経験がないとおっしゃいましたが、私は小金丸議員よりも

１１歳年上であると思いますけども、実は箱崎小学校は、私が小学校４年のときに補食給食が始

まりまして、当時は脱脂粉乳でございましたけれども、ですから昭和３５年ぐらいに箱崎小学校

は補食給食が始まったのではなかろうかと思っております。ですから、私はその給食の恩恵にあ

ずかった者でございます。もちろん当時は中学校ではございませんでしたから、小学校での二、

三年間ということになります。 

 そういうことも含めまして、芦辺町が単独校方式になったのは、箱崎小学校が既には単独校方

式で走っていたという事情があってのことも一つの要因ではなかったかというように判断をいた

しております。 

 それでは、内容的に申し上げます。現在、郷ノ浦町、勝本町及び石田町におきましては共同調

理場方式、芦辺町の小中学校におきましては自校式の学校給食を実施しております。それぞれに

メリット・デメリットはございますが、まず自校式においては、調理が学校内で行われることで、

給食をつくる様子や大切さを児童生徒が理解することや温かい、いわゆるできたての給食を食べ

ることができることなどがございます。反面、全給食室がウエット方式による施設でございまし

て、衛生面の課題もございます。 

 一方、共同調理場は、配送過程の保温の課題がございますが、近代的な設備により、大量調理

を行うことができ、経費節減となり、また地場産品を活用した食材の一括仕入れをすることで、

購入単価の抑制ができて保護者の負担軽減ができます。申し上げるまでもなく、学校給食を行う

上での衛生管理は最も大切なことであります。このためドライシステム方式による調理やエア

カーテン、エアシャワー等の設置により、雑菌、害虫、ほこりなどの侵入を防ぎ、衛生管理を図

ることができます。 

 また、自校方式の芦辺管内の給食費は、小学校３,９００円、中学校４,５００円と、共同調理

場方式に比べ、小学校、中学校ともに、安いところでも６００円高く設定をされております。給

食費につきましては、最近の物価上昇により、さらに値上げが必要となっており、このままでは

保護者負担の増加が予測されます。さらに施設でも古いものは建築後２８年が経過し、老朽化に

よる改修が必要な施設も多くなっております。あわせて郷ノ浦給食センターも昭和４３年建設で

あり、早急な建てかえを余儀なくされております。共同調理場導入については、現在芦辺町の小

中学校のＰＴＡ役員及び学校長のほうに説明をいたしまして、それぞれ各保護者において検討し
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ていただくようにしております。実施時期は、平成２３年度を考えておりますが、これらの内容

を含めまして、今後建設場所等の基本的計画を策定し、壱岐市内の小中学校生に対しまして１カ

所での学校給食共同調理場を計画いたしております。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  小金丸議員。 

○議員（３番 小金丸益明君）  脱脂粉乳は私も飲んだことがあるんですけれども、補食じゃなく

て完全な給食を食べたことがないという意味で私は申し上げたんですけども、箱崎小学校が先例

であったということは初めて知りました。 

 大体市長の今の御答弁を聞いてわかりはしたんですけども、平成２３年を目途にするというこ

とで、場所はまだ決定ではないということですが、候補地なんかはお考えですか。 

○議長（深見 忠生君）  白川市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 

○市長（白川 博一君）  私は、今の郷ノ浦町の共同調理場の建てかえを契機としてやりたいと思

っているわけでございます。実は、郷ノ浦町には既に郷ノ浦町で建てるというときに、いろいろ

打診をした地域がございます。したがいまして、そこの地域に計画変更の御説明をして御了解を

いただかないと次の段階へは進めないと考えているところでございます。ですから、現時点では

建設場所については白紙の状態でございます。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  小金丸議員。 

○議員（３番 小金丸益明君）  場所は今のところ白紙ということではございますが、ＰＴＡ関係

者との接触の中で島の中央部を予定しておると。それは限定された言い方ではなかったかもしれ

ませんが、配送の関係等々で大まかに島の中央部と発言されたやに思いますが、市長のお言葉ど

おり一応白紙ということで進めさせていただきます。 

 そこで、平成２３年度を目途ということで、建設時期はあらかた決定しつつあるというような

御発言ではございますが、市長の口からも言われましたように、郷ノ浦町の給食センターが老朽

化が激しくて各議員さんたちも相当新築で要望をなれましたし、ことあるごとにそういう意見も

出ております。で、私も前の職場の関係で給食センターへ出入りをしておりましたので、その窮

状は理解しているつもりでございますが、あと３年間、２３年度までということになりますが、

３年間もつのでしょうかと、今の窮状を早く改善してやらんと衛生的にも悪いしという気持ちが

あります。だから２３年は遅いんじゃないかという感を私は抱いております。 

 それと、郷ノ浦町の給食センターの新築に向けて、前市長時代にですね、その窮状を理解され

て場所の選定まで進められたわけです。御承知のことと思いますが、旧公立病院跡地、そして元
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居地区を物色されて、どうしても地元の理解が得られないということで、現在頓挫しているとい

うような状況じゃなかろうかと。重ねて選定場所につきましては、下水道整備が整ったところを

優先したいということで、２地区を選定されたものと思いますが、島の中央部という配送面から

だと思いますけども、そういう観点からいけば、島の中央部には全く下水道は通ってないわけで

す。その辺はどうお考えか、あわせて、私はそういう方向性で進むのであれば、芦辺町のダイ

エー横の空き地も全く有効活用がなされていない。観光面でも芦辺港に船からおりられて、もう

すぐあの草ぼうぼうの広大な土地が目に入るわけです。観光面におきましても、あの状況を放置

するわけにはいかないと思いますし、給食センターをあそこに建てたとしても、あの広大の土地

の一角にすぎないと思いますし、まだまだ残地で有効活用できると思いますので、ダイエー横の

空き地の有効活用と合わせてあの場所は考えられないか、選択肢の中に入れないかお尋ねをいた

します。 

○議長（深見 忠生君）  白川市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 

○市長（白川 博一君）  先ほどの給食は、もちろん脱脂粉乳と補食、おかずだけ私は食べたとい

うことで申し上げたいと思います。 

 建設場所につきましては白紙と申し上げました。全く白紙でございます。したがいまして、今

小金丸議員おっしゃったことにつきましては、関係常任委員会であります総務文教常任委員会等

と御相談を申し上げたいと思っております。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  小金丸議員。 

○議員（３番 小金丸益明君）  ぜひ、あそこを絶対視する気持ちはございませんが、下水道整備

も整いますし、最有力で考えていただければと思います。 

 それと、自己方式、センター方式につきましては、簡単にメリット・デメリットを市長はお上

げになりましたが。私はどっちも双方とも互角じゃなかろうかと、経費面をのければですね、じ

ゃなかろうかという認識に立っております。 

 それと、前の郷ノ浦町給食センターを建設するのが急務ということで動かれたときには、たし

か東西南北をいずれか２分割して、南か北、西か東に建てて、将来的に２センター方式にしたい

という方向で動かれていたのではなかろうかと思うわけです。で、私もいろいろ考えますところ、

一つのセンター方式が一番経費もかからなくて配送面の温度的なものの管理ができれば、それに

こしたことはないと思いますが、万が一食中毒等々、雑菌の問題もないとは限らないわけです。

施設設備を完璧にしたとしても、そういう危険度はあると。とするならば、１センターで一極集

中管理をするよりも２センター方式がよくないかという気持ちを捨てがたいんですけれども、今
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の市長のお話ですと、１センター方式を考えているということですが、その２センター方式はも

う全く考えていないのかどうかをお尋ねいたします。 

○議長（深見 忠生君）  白川市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 

○市長（白川 博一君）  確かにそういった危惧もあるかと思いますが、今まで各町４町時代に

１カ所でやっていたということもございます。それが４町が一つになったということから考えれ

ば、私はリスクは同じではなかろうかということを思っております。 

 ただ、先ほど申し上げましたように、総務文教常任委員会とも御相談しますから、１００％考

えていないということではございませんので、それはお含みをいただきたいと思っております。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  小金丸議員。 

○議員（３番 小金丸益明君）  ガイドラインは市長から今御答弁いただきましたが、教育長にも

御指名を申し上げておりますので、教育長に御質問をいたしたいと思います。 

 壱岐市中学校統廃合に関する懇話会もその任を終えたとして、今定例会に設置条例の廃止も提

案されております。この学校給食センターを論じるには、給食センターがあって学校があるわけ

じゃなくて、学校があるからこそ給食センターの論議をするわけです。で、中学校の統廃合に関

しまして、早く住民に公表すべきではないかと。そして給食センターの位置等々にも、パブリッ

クコメントではございませんが、住民の意見を聞くべきじゃないかと。懇話会の答申が出たこと

は新聞報道にも載っておりますが、答申の内容を受けて教育委員会でその施策に反映させるとい

うことだと思いますので、答申の内容がどうであったかということは言及いたしませんが、それ

をもって教育委員会がどう検討されておるのか、もし公表できる部分があれば、この場で統廃合

についての方針とあわせて給食センターの一極集中化につなげたい旨の説明をいただきたいと思

いますし、もう一点、平成１８年３月に公表されております壱岐市行政改革実施計画が今年度平

成２１年まで５年間で計画実施等々記されているわけです。その中に学校給食センターにつきま

しては、センター方式、自校方式ともに民営化を推進すると明記されております。しかも２０年

度には一部実施という計画になっております。で、２０年度からはその旨進んでいくと。まだそ

の気配もないと。行財政改革推進計画とは何ぞやと、絵に「描いた餅」かという気もいたしてお

ります。その点も検討された上での公設のセンター化を推進されるのか、それともまだ民営化を

模索されておるのか、お尋ねをいたします。 

○議長（深見 忠生君）  須藤教育長。 

〔教育長（須藤 正人君） 登壇〕 

○教育長（須藤 正人君）  小金丸議員にお答えをいたします。 
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 まず、中学校の統廃合に関する市民の皆様への報告等でございますが、今後各１戸配付の資料

でもって徹底をさせたいと思っております。それと、それに関する給食センターの１カ所集中の

ことでございますが、まず私は市議会の皆様から一つの大きな宿題をいただいております。と申

しますのは、市内の各町の給食費の統一をしなさいということを言われておりました。そのこと

がずっと頭にございました。この市内の給食費の統一を図るためには、給食センター化をして、

市内の給食費の統一を模索するのが一番だと思っております。 

 例えば、給食センターで米飯関係の処理をいたしますと、そこで大きく給食費が下がるという

こともございます。そういうことで、私は議会の宿題を解決するためには給食センター方式がベ

ターだと思っております。 

 １カ所の給食センターということでございますが、議員がお話のように食中毒のときにどう対

応するかというような問題もございました。これは市長が申し上げましたように、今後議会との

協議を重ねてのことになろうかと思っております。 

 それと、行財政計画の中の民営化のことでございますが、これは議員の言葉どおり、まだ動い

ておりません。と申しますのは、民営化にする場合に給食センターの設備等は行政で準備をして

おくべきではないだろうかという気持ちがございました。そういう中で、郷ノ浦の給食センター

の計画が予定どおり進んでおりません。そういうことで、民営化につきましては、より具体的な

話をしていないというのが実情でございます。 

 郷ノ浦町の給食センター建設にかかわりました当時から将来的には民営化がよくないだろうか

という話はしておりました。まことに申しわけございませんが、行財政計画のとおりには進んで

おりませんことをおわびをしたいと思っております。 

〔教育長（須藤 正人君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  小金丸議員。 

○議員（３番 小金丸益明君）  行財政改革計画に基づいて市政の方向性が決まっていくんだろう

と思っておりましたが、今の御答弁では具体的な話をしていないということですが、行財政改革

計画ですね、５年間の、また２１年度末で終わりますんで、２２年度からの多分５カ年ぐらいの

計画がまた提示されるんじゃなかろうかと思いますが、これは検討しなくてもいい、何ら書くだ

けですよと、そういうたぐいのものでしょうか。それとも壱岐としては、この方向へ進んで検討

するんだというような、そういう指針になるものでしょうかね。市長か副市長か。 

○議長（深見 忠生君）  久田副市長。 

〔副市長（久田 賢一君） 登壇〕 

○副市長（久田 賢一君）  小金丸議員の質問にお答えいたします。 

 行財政改革の５年間のプランということでございますけれども、これは当初合併時に策定した
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ものでございまして、当然この計画に沿って進めていかなければならない計画だと思っておりま

す。 

〔副市長（久田 賢一君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  小金丸議員。 

○議員（３番 小金丸益明君）  そういう御答弁でございますので、教育長ぜひ民営化の方も、そ

れがいいかどうかわかりませんけれども、道筋だけは十分検討されて、壱岐市が民営化はそぐわ

ないか、公設でいくというのか早く結論を出さなければならないと思います。もうあと２１年度

末までが５カ年計画の終わりの年ですから、その方向性だけはきちんと出していただきたいと思

います。 

 それと、私も監査の業務をさせていただいておりまして、学校給食の未集金の問題も考えてい

かなければならないと思います。そうなりますと、聞くところによりますと、やはり民間に任せ

たら未収金はないよと、相当厳しく取り立てますよというような島外の話も伺っております。そ

の辺も一考する必要があろうかと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。いずれの時期

か、その検討結果をお聞きしたいと思います。 

 それでは、次の質問に移らせていただきますが、一昨日の質疑の折に市長とお話をしかかって

おりましたが、質疑という観点から一般質問に入りかかりましたので、私の方が控えて、継続し

て一般質問の折ということで市長とお約束しておりましたので、その点について質問を続けさせ

ていただきたいと思います。 

 本定例会に芦辺町の自校方式の９校のガス代の補助金として１６８万円増額補正がなされてお

ります。さきの答弁では、他の３町の給食センターはすべてガス代は市の補助金であると。で、

芦辺町は今まで半額のみの補助であったので、是正すべく今定例に４月にさかのぼっての補正で

あるというような御答弁だったと思います。一見お話を聞きましたときにはやったと、半額が全

額になるんだなと思って喜びもいたしましたが、よくよく考えますと、何で同じ市の給食行政な

のに芦辺の自校方式はガス代が半額、他の３町は全額なのかと。子供たち、要するに給食を受け

る者は食材費として負担をしておると。３町とも、今のところですね。で、自校方式はなぜ高い

かというと、食材の購入費が少量で、近郊から買うということで、入札の機会もあったかなかっ

たか知りませんけれども、地域に根差した仕入れをされておるんだろうと思います。その点で、

勝本に比べ月に６００円程度高いわけですね。それは父兄といたしましてはやむを得んことかな

と。で、隠居本家の関係ぐらいの距離にしかない給食センターから温かいものを食べて環境は守

られているということで、６００円の差ぐらいは甘んじて受けて自校方式の恩恵にあずかってい

るということで思っておりましたが、今回の補正を見て私もびっくりしたんですけれども、その

点、給食費は高く払った者は焚き物を半分持ってきているわけですね、家から。しかし、給食費
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が安いほう、ほかの３町は炊き物は全部市が出していると、この現状を市長はどのようにお考え

でしょうか。補正が上がっているから是正されているんだろうと思いますけれども。 

○議長（深見 忠生君）  白川市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 

○市長（白川 博一君）  この問題につきまして経緯を教育長の方が存じておりますので、教育長

に答えさせていただきます。 

 私の認識といたしましては、旧４町から合併して、合併調整時に現状のままで壱岐市に引き継

ぐということでいっておる関係で、その補助等についてもそのままであったのかと思っておりま

すが、１人当たりの子供の給食費にかかる単価等は、当然先ほどから申し上げますように、自校

方式でありますと、生徒１人当たり、これは人件費も含めてでございますけど、７万８,１０４円

かかっております。センター方式につきましては４万５,０５６円、これは３カ所の平均でござ

います。 

 したがいまして、確かに小金丸議員がおっしゃるように、食材費について個人負担ということ

でございますけれども、結果としてはこのような結果になっているということでございます。で

すから、その当時、芦辺町は単独校方式として、燃料費は半分市が持つということで決まってお

りました。そして、他の３町はセンター方式で全部賄うということでやっておったものをそのま

ま壱岐市になっても引き継いでいたと理解をしているわけです。その是非については難しい、先

ほど申しますように１人当たりの単価等々を考えまして、非常に私としても難しい問題があると。 

 そのことは、いままでについてはやむを得なかったと思っております。（１４６ページ発言の

取り消しあり） 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  小金丸議員。 

○議員（３番 小金丸益明君）  行政の継続とか市長の立場になられれば、やむを得なかったとい

う言葉が出てくるんじゃなかろうかと思いますが、自校方式では７万８,０００円程度でセン

ター方式では４万６,０００円程度が年間かかっていると。それはその数字を出されれば不平等

ですよね、均一化されていないと。しかし、これは旧町時代の行政が選択した施設をそのまま継

続している中で４町の子供たちが不平等の施設の中に入っているわけです、自動的に。選ぶ権利

もないんですよ。そこに自校方式があるから自校方式を食べよる。結果としては温い給食を食べ

て給食費が高いとか、こっちは結果としてセンター方式があるから、そこにセンター方式に従っ

て給食を食べていると、ただそれだけなんです。 

 それで、私も芦辺小学校のＰＴＡの一人でございますので、過去４年間、合併後の学校給食の

決算書を見ました。そして、知人を通して盈科小学校のその決算書を見ました。盈科小学校のと
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言いますが、それは郷ノ浦町学校給食センター全般の決算書でございます。芦辺小学校の決算書

には、予算の欄には、市の補助という項目はありますけどゼロです。決算になって初めて市の補

助金が、幾らと入っているわけです。ですから、全く当初はガス代も自己負担の予定でいくんで

す。で、結果として入るんです。その小学校の担当事務官とか教諭の話は、毎年決算時には、こ

の市の補助金がいつまで続くかわかりませんと。ことしは去年同様半額程度の補助をいただきま

したということで、いつも不安の中に、この半額補助がなければ給食費がまた上がると、父兄は

おびえているわけです。これはいかんなと。 

 さっき教育長がいみじくも自分に課せられた給食費の統一化をしなければいけないということ

がいつも残っているというようなことでお話がありましたが、自校方式の父兄も相当給食費の値

上げには敏感であったわけです。しかし、そのガス代半分補助に、結果的には神の御加護として、

ああよかったと、補助があってよかったということで、感謝の念をいつも抱いておったわけです。

しかし、ふたをあけてみると３町は市の補助金を１００％投入していると。どうしても納得がで

きんのです。 

 市長は、やむを得なかったと今おっしゃいましたが、私も議員として、またＰＴＡとして、ま

たその監査の役もついておりますが、早く私が見つけていたら、相当つついていると思いますと

です。今度の補正があったからこそ、少し研究させてもらって一般質問に立たせてもらっており

ますが、これは僕は看過できるような状態じゃないと思います。その７万８,０００円と４万

６,０００円云々、格差を言われましたが、それを言われれば、私のとこ高いとぞと１人当たり

は。３万円ぐらい違うじゃないかと、ガス代半分ぐらい補助せえと、言葉を変えれば市長はそう

いうふうにおっしゃっているんじゃなかろうかと。 

 しかし、こういう現状は相当一般行政の中でもあると思うんです。その住民税、その他の税金、

水道料未収金地域があるとします。しかし、そこには大きな道が通っております。税金を払わん

から道は通さんとかいうような行政はいまだかつてあっておりません。で、我々自校方式も甘ん

じて食費は高いものを購入して地域を支えながら今までやってきておるわけです。ですから、本

来食費が購入単価が高いということ等々を行政が言われるのであれば、教育長は何で早く自校方

式も含めて購入の部分だけ一括購入の手配ができなかったのか。それは施設を、今自校方式をつ

ぶしてセンター方式をぽんと合併になってはやれないと思います。しかし、購入をセンターのど

こかにあわせるとか、壱岐市全部で購入するとか、共通単価を持ってくるとかいうような、その

辺の配慮があってしかるべきじゃなかろうかと思います。ですから、今回補正でガス代を全額補

助しますよと、しかし２１年度からは自校方式システムはもうちょっと上げさせてくださいと、

購入単価が高いですからと、この論理でいかれたら、たまったもんじゃありませんからね、これ

だけは僕は阻止しますよ。 
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 そういうもくろみがあってガス代の補てんをされておるのだったら、これ重大な問題です。ガ

ス代の補てんは合併当時からするべきですよ。市長は合併協議会の事務局次長ですね。で、先代

の助役は合併事務局長、数多い合併調整の中でも、これ見落としと僕は思うとですね。合併後調

整とかいうような悠長な問題じゃなかったんじゃなかろうかと。それを４年経とうとする今、こ

のうみが出てくるというのは、僕は芦辺町の自校方式が壱岐市の行政の中に見落とされておった

のではなかろうかと、平準化がおくれていたんじゃなかろうかと。僕は早急に給食費の個人負担

を均一すべきと思いますよ。そのためには購入費を統一すればいいじゃないですか。しかし、自

校方式の購入は地元を守っているのですね、小さな商店も。一括して島外資本の店から買ったり

するよりも、自校方式のほうが地域経済には貢献していると思います。どうでしょうかね、市長。 

○議長（深見 忠生君）  白川市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 

○市長（白川 博一君）  合併をいたしまして既に５年目を迎えております。しかし、議員も御指

摘のように、この給食費の問題もそうでございますけれども、今、市民が１００％一律なサービ

スを受けていない面もございます。そういったことで、先ほどは言葉がやむを得なかったという

のは非常に不適切でありましたので取り消しますが、そういう不公平な面を是正をしていくと、

早く是正をしていくと、これがやっぱり一番大事なことだと思っております。で、今議員御指摘

の給食費につきましては、給食費そのものを統一するのは、やはりすぐにはできないと思います

が、助成をする、いわゆる燃料費につきまして、今まではそれが潜在化していたと。ところが、

この燃費の高さによって、このまま半分では到底自校方式の今でも高い給食費がもっと高くなっ

てやれないというようなことで、ある意味不公平さが今回の燃油高騰によって顕在化したという

ことでございます。その顕在化をした中で、私も今議員おっしゃる燃料費は全部見るんですよと

いうことでございますから、芦辺町につきましても、先ほど来申し上げておりますセンター方式

で一律のことになるまでの間は、やはり燃料費については是正すべきだと思っております。ただ

し、過去の分については（発言する者あり）はい。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  小金丸議員。 

○議員（３番 小金丸益明君）  市長のお気持ちは大分わかってまいりました。ちょっと細かい点

をつついてみたいと思いますが、きのう質疑のとき１６８万円は４月にさかのぼってという教育

次長の御答弁だったと思いますが、間違いございませんか。 

○議長（深見 忠生君）  白石教育次長。 

〔教育次長（白石 廣信君） 登壇〕 

○教育次長（白石 廣信君）  ガス代につきましては、当初予算の中で５.５月分、給食費が
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１１カ月分で計算していますので５.５月分を一応当初で計上いたしております。今回あと

５.５月分ということで計上しておりますので、１年間分を助成するということで計上をしてい

るところでございます。 

〔教育次長（白石 廣信君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  小金丸議員。 

○議員（３番 小金丸益明君）  一昨日の質疑の中で、本当に２分の１ですかと僕は２回ほど次長

にお尋ねしました。というのが、決算書を見たら２分の１じゃないんです。４０％のときもあれ

ば５５％のときもあるんですよ。通常行政からの補助で２分の１といえば１００万円かかったら

５０万円ですよね。で、今度の９月補正でまたその分を出されるのも少し不思議な点もするんで

すよ。というのは、使ってしまった結果２分の１位であれば、ぴしゃっと大体その５０％前後で

すね、４９.から５０％ぐらいで決算が終わればいいんですけれども、ある年が４０.何％、ある

年は５５％、たしか次長は２分の１と言われたけどなと思っておりましたら、やはり当初予算を

基点にされればそういう誤差は出てくると思いますが、これも少し考えてもらわんとですね、今

補助しても足らんかもしれんとですね、結果的に３月で。ですから、３月補正で完全に１００％

補助になるように、また上げてください、賛成しますので。よろしくお願いします。 

 市長が先ほど口に出しかかっておられましたが、僕はこの問題をもうちょっと市長が私の考え

と違っておれば、これは合併調整の未調整であると。合併時にさかのぼって平成１６年４月１日

以降、ガス代の個人負担はすべて出しなさいと、補正で、返却してくださいと申し上げたいとこ

ろですが、本当は言いたかっとですよ。しかし、昨日の一般質問も財政難、財政難と言われてお

りましたし、拠出済みに関しましては、父兄の理解のもとに拠出しておりますので、蒸し返すよ

うなことはいたしませんが、今回の補正を機に、もう３月末では足らなかった分は補助を完璧に

する、余ったところはもらうと、戻入させるというぐらいのぴっちりした補助率で、まずはセン

ターとの整合性を図っていただきたいと思います。そして早く給食環境を整えて、より安全安心

な給食業務と市民平等な給食費を払って、老人のためにも今から活躍する子供の成長の環境をぜ

ひ整えていただきたいと強く要望をして私の質問を終わります。ありがとうございました。 

〔小金丸益明議員 一般質問席 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  以上をもって小金丸議員の一般質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（深見 忠生君）  次に、１３番、鵜瀬和博議員の登壇をお願いします。 

〔鵜瀬 和博議員 一般質問席 登壇〕 

○議員（１３番  鵜瀬 和博君）  それでは通告に従いまして、壱岐市長、教育長に対し、１３番、

鵜瀬和博が質問をさせていただきます。 
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 まず、第１点目、機構組織についてですが、特に攻めの行政である観光行政について、昨日の

同僚議員と重複する点があるかもしれませんが、私なりに市長に対しお尋ねをいたします。 

 先月より、産業経済部の観光商工企業課・総務部の原の辻プロジェクト室・イベント振興会を

石田庁舎２階に集め、観光部門のワンフロア化を実施し、福岡市に派遣経験のある１名を増員配

置されました。 

 また、昨日の同僚議員の一般質問によれば、「観光協会も合流され、来月１日より旅行エージ

ェント経験のある民間人を登用し、壱岐の観光における観光素材の選定やさまざまなデータ情報

収集、島外へ向けたＰＲ方法などのノウハウを吸収し、今後観光産業に力を入れていく」と答弁

されました。このことは観光振興に対し、一歩前進したと思っております。しかし、今回増員の

１名については、総務課からの異動で市の広報部門が１名減ったのではないかと思っております。 

 また、今回のワン・フロア化されたところは、先ほどから言いますように、部も統一されてお

らず、大変動きづらく、対外的にわかりづらいのではないかと考えております。特に観光産業は

さまざまな分野とかかわりが多く、その波及効果は他の産業に比べ、１.３から１.５倍と言われ

ています。 

 例えば、九州観光推進機構の田中浩二会長によりますと、５年前の統計では、九州の観光消費

額は年間２兆１,３００億円で、自動車、造船の出荷額２兆１,５００億円に匹敵し、観光産業が

全産業全体に占めるウエートも大きいと言われております。このことからも、燃油高騰の影響を

まともに受けている離島では、今後も地域活性化の一つとして、観光産業の強化、つまり交流人

口の増大を図らなければならないと考えます。そのため、少ない予算、限られた予算で最大の効

果を上げるためには、島内イベントに限らず、島外物産展やキャンペーン等あらゆる情報を集約

し、ホームページや広報誌のほか、県庁記者クラブやレジャー記者クラブ等さまざまな媒体との

窓口として、観光部局や壱岐観光協会と連動した情報発信を積極的に行う広報宣伝も含めた観光

振興部の設置をすべきと強く考えます。 

 また、島内には、多くの観光情報パンフレットや市民向けチラシなどＰＲを行っており、行政

だけでなく全島的なことで情報がはんらん、あふれ出し、観光客の中には戸惑う方もいるようで

す。そのために無駄を省き、パンフレット等を集約し、わかりやすいパンフレットの作成も必要

ではないかと考えます。今後の組織並びに観光振興及び対外的な広報の位置づけをどのように考

えているのか、市長にお尋ねをいたします。 

○議長（深見 忠生君）  鵜瀬議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 

○市長（白川 博一君）  １３番、鵜瀬和博議員の御質問にお答えします。 

 先ほど議員御指摘のように、本年８月１日付で、石田庁舎２階、産業経済部観光商工課フロア
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に、芦辺庁舎に置いておりました総務部原の辻プロジェクト室（５名）と、那賀地区公民館内に

置いておりましたイベント振興会（２人）を集約をいたしました。そしてさらには、来月１日に、

まだ人選は決まっておりませんけれども、観光のプロを配置したいと思っているところでござい

ます。これは、原の辻遺跡関連施設が、平成２２年春に竣工を見ますので、原の辻遺跡を核とし

た観光振興をより一層推進するため行ったものでございます。 

 実は、平成２１年度当初には、時代に即応した行政組織の見直しを考えておりますが──来年

当初という意味でございます。今回は年度途中でもございますので、壱岐市行政組織条例の条例

改正を行わずに、関連する部署を同じフロアに配置することで連携を図ることにいたしました。

今回は、９月１日付で観光商工課に１人増員もいたしましたが、今回は、総務課配置人員を１人

減じてこれに充てたところでございます。広報の事務等につきましては、当分の間、総務課の現

体制の中でカバーをさせることといたしております。 

 いずれにしましても、観光に力を入れると、観光は先ほど議員がおっしゃいますように非常に

波及効果のある産業でございます。これが正直に申し上げて、五島、対馬に比べまして大変見劣

りをしていると認識をいたしております。今後、来年の組織機構改革に向けて、そういった面を

頭に置きながら進めていきたいと思っております。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  鵜瀬議員。 

○議員（１３番  鵜瀬 和博君）  今度、来月１日より、その民間人の登用をされるわけですが、

これは、病院の管理監と同じように、一般職の任期付職員の採用に関する条例の範囲で行われる

ということでしょうか、その点をお尋ねいたします。 

○議長（深見 忠生君）  白川市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 

○市長（白川 博一君）  先ほど申し上げますように、ただいま年度途中でございますので、来年

の３月いっぱいは、職員としてではなく、来年の４月１日からは、おっしゃるように期限付職員

として採用いたしたいと思っております。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  鵜瀬議員。 

○議員（１３番  鵜瀬 和博君）  観光行政については、来年度の当初に組織改革をされるという

ことですが、今、その２１年度にどういった形にされるのか、お尋ねをいたします。 

 そしてまた、特に現広報部門について、１名減になった分についてはカバーをされるというこ

とですけれども、広報についてはそう生易しいもんではないと私はこう考えております。当初よ

り、広報の重要性については、るるいろいろ御説明をしてきてまいりました。特に現在は、先ほ
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どから市長が言われますように、観光行政については、その隣の対馬や五島、特に自治体の競争

も大変激化しております。１日も早く、アイデアとか実行力、攻めの時代となっておるのは重々

市長もおわかりになっているかと思います。そのためには、今回新しい風を送り込むために、民

間の方を登用されて、その点についてはされるかと思いますけれども、現時点での市長のこの現

在の広報ですね、今総務課にある広報班かな、という部分と、今後考えられようとしているその

観光に力を入れる場合の広報の違い等について、どのように認識されるか、再度お尋ねをいたし

ます。 

○議長（深見 忠生君）  白川市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 

○市長（白川 博一君）  広報につきましては、対外的な広報と市内に向ける広報というのは、私

はおのずと違うと思っております。したがいまして、現在、市報等を出しております広報、これ

については、従来どおり市報として行っていきたいと思っておりますが、観光につきましての情

報発信、これはもう不可欠であるということは間違いございません。現在の観光情報は、福岡市、

唐津市、長崎県庁など、観光宣伝コーナー並びに壱岐市ホームページにも掲載いたしまして、市

内観光事業者のホームページとのリンクもできております。観光客のニーズ、要望にこたえられ

る壱岐情報の発信に努めているところでございます。 

 この現在の段階での広報の仕方と申しますのは、これに厚みを加えなければいけません。しか

しながら、今、議員御指摘のように、広報についても十分であるとは考えておりません。したが

いまして、今度採用いたしますプロのアドバイスを受けながら、早急にやっていきたいと思って

いるところでございます。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  鵜瀬議員。 

○議員（１３番  鵜瀬 和博君）  今、市長が言われましたとおり、広報というのは、やはりその

情報の発信先の対象者によって、手段、内容が変わりますので、ぜひ専門性を持ったフットワー

クの軽い担当課を設置するべきと私も考えております。 

 特に今後、観光行政については、市長も御存じかと思いますけれども、来月から日本の観光立

国を目指して、国際的な総合理解の推進と地域経済の活性化を図るため、国土交通省は、外局と

して観光関係６課を統合して、約１００人強の規模の官公庁が新設されます。これは多分御存じ

だろうと思います。それは、日本観光の魅力をアピールすると同時に、これもターゲットとして、

特に日本人は、アウトバウンド１,８００万人ほど海外に出られておりまして、大体海外からお

見えになるのは８３５万人ほど来られております。そういう状況の中で、やっぱり日本人、外国

人を問わず旅行しやすい環境を整えることが役目となっております。 
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 外国人観光客の誘致、国内旅行の活性化、日本人の海外旅行促進のねらいがあるそうです。さ

らに、農林水産省の農村振興策や文化庁の文化財行政、法務省の出入国管理や外務省のビザ発行

業務など、他省の業務と重なる部分もあったので、協力体制もより効率したいと考えているよう

です。 

 観光産業の強化には、さらに市長の思われるような状況に国の方もなっているので、大変取り

組みやすいのではないかと考えております。先ほど来より、今後、壱岐市においては、例えば平

成２２年度春には、先ほどから言われました県立埋蔵文化財センター、一支国博物館のオープン、

そして北部海洋公園として計画中のイルカパークですね。平成２４年度は、全国和牛能力共進会

長崎大会、まだ誘致中と聞いておりますが、平成２５年度、全国高校学校総合文化祭、平成

２６年度は長崎国体の成人女子ソフトボール、自転車ロードレースが壱岐島内で開催をされます。 

 今後、数年に、県を含め、壱岐ではさまざまな大きい大会が開催されております。特に観光庁

が力を入れるのは、夏のオリンピックも終了しまして、特に多くの中国人の方が世界各国に旅行

をするとされております。前年比、大体１０％強ずつ欧日外国人もふえており、特に韓国、中国

からアジアの旅行者が多いようです。 

 壱岐の場合は、まだ外国人を受け入れる体制にはなってないと思いますので、その前の段階と

して、やはり島内の国内旅行者の今の需要が変わっておりまして、「安・近・短」という状況の

中で、２回目のブームが来ております。そうした中で、やはり計画的にターゲット別に広報媒体

を選んで、プレスリリースしたり、時には広告を出したりして、観光協会と連動して効果的に

ターゲットとする層に情報を流していく方法の戦略が必要と考えております。 

 だから、できるだけその広報戦略として大切なのはターゲットですよね、何のためにだれに何

を伝えたいのか。そうすることによって、時間や場所、メディアを組み合わせて繰り返し広報す

ることが大事と考えております。 

 その手段としては、壱岐の広報誌、またはホームページ、そして白川市長から実施されており

ます市長の定期記者会見等、あとは緊急記者会見等、自分の口で発せられる内容とか、あとはニ

ュースリリースとしてプレスリリースをこちらの方で作成して、どんどん新聞社やテレビに出し

ていくという、その今の現状の広報の位置づけとしては、受けの広報のような感じがしておりま

す。だから、来年のその２１年度の機構改革においては、今度の民間人のノウハウも含めた中で、

そういった部分をどんどん活用していただきたいと思います。 

 ただ、その対外的な広報については、そういった形でどんどんしていいかとは思うんですけれ

ども、特にこういった財政事情が厳しいときには、もっともっと厳しくなった場合には、住民の

望む行政サービスがなかなか制約されてきたり、これまで以上に税負担が重くなったりする可能

性が出てきます。そうしたときにこそ、その背景でいう行政としての努力や工夫などを住民に対
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しては、やはり特に懇切丁寧に御説明する必要があろうかと思います。 

 そしてまた、そういった島内向けの広報については、市長が常日ごろ言われている市民との協

働、意見を聞きながらしていく政策の上では、必要不可欠ではないかと考えております。やはり

これまで言ってきた広報力が、言わば市長の政治力と私はとらえております。 

 だからぜひ、来年度の機構改革においては、そういった部分も重視していただいて、そして実

際、実働部隊として動く観光部局ですかね、についてかなり連携をとってしていきたいと。言っ

てみれば、現在、行政は経営と言われております。その中の一つの企業として見た場合に、今度

新しい組織になる部分については、営業本部と私は考えております。市民がお客様であり、そし

て島外からお見えになる方もお客様としてとらえて、そのお客様の喜ぶような形でいろんな情報

を発信していく。そして、そういった発信する分については、タイミングというのもありますし、

そしてやっぱり旬というのが大事かと思います。すべてにおいても、とにかく情報を発信してい

ただいて、皆さんの期待にこたえていただきたいと思います。その点について、市長の意気込み

というか、それを再度もう一度お聞きしたいと思います。 

○議長（深見 忠生君）  白川市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 

○市長（白川 博一君）  議員のおっしゃる広報力、これはまさにそのとおりだと思います。私は、

福岡でさえ、壱岐はどこから行けばよかとという言葉を聞きます。壱岐を知らない人が余りにも

多いわけです。私は、壱岐というのをぜひ原の辻を含めて、「魏志倭人伝」に載っている島なん

だということ、そういったことで、いわゆるみんなが知っている言葉を使って壱岐を宣伝して、

そして壱岐の中で、少なくとも国内で、もちろん海外もそうですけど、少なくとも国内でこの壱

岐という島をメジャーにしなきゃいかんと。それは何でできるかというと、やはり広報しかない

わけでございます。したがいまして、広報力というのは、肝に銘じて今から力を入れていきたい

と思っております。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  鵜瀬議員。 

○議員（１３番  鵜瀬 和博君）  今後、そういった形で、市長もぜひ、来年からは力を入れたい

ということですので、一つ、このたびいろいろ広告塔となるべき観光大使を何名か、またさらに

追加されましたけれども、やっぱりそういった方々の積極的な活用という部分を今後打ち出して

いただきたいと思います。 

 観光大使を任命したはいいけれども、結局あんまり使われていないように私は感じられます。

特に今後必要なのは、やっぱり先ほど市長が常に言われている無駄を省くという部分で、民間の

お金、そして市の公的なお金、これをやっぱり無駄にしないために、壱岐が一つとなって宣伝し
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ていかなければというのがまず前提ですね。 

 その中で、特にデータによりますと、壱岐からのお客さんは、福岡、特に関西圏の、そして中

部の修学旅行等、中国ですかね。中部の広島等の修学旅行等多いようですけれども、例えば、民

間が旅行エージェントに修学旅行とか観光客の誘致にそれぞれ営業に行かれております。これは

もう御存じかと思います。全国津々浦々北海道から、沖縄には行かれていない、鹿児島ぐらいま

で民間で行かれているところがあります。そういった部分は１社で行かれてもあんまり効果がな

い、全く効果がないということはないんですけど。 

 私、提案として、セールスプロモーションとして、キャランバン隊として、ずっとそういった

民間のお金や市のお金を効率的に使っていただくために、例えば観光が壱岐の場合ですと、４月、

５月、６月ぐらいから始まりますので、冬とかそういう部分に、メディアも含めて、例えばバス

なら１台で乗って、ずっと各テレビに出たりして、その観光に向けた下地づくりが必要じゃない

かと思います。だから今後そういった民間の方が入られるわけですから、そういう部分について

もぜひ研究をしていただいて、やっぱり効果的な投資をしていただきたいと思います。 

 また、特に隣の佐賀県あたりは、インセンティブといって旅行者に、例えば１万人以上来たら

１人に対して１００円ずつあげますよとか、そういった形の方策もとられているようでございま

すので、壱岐についても、財源が許せば、そういった部分のインセンティブツアーとか、旅行者

に対してそういうのがあったらいいんじゃなかろうかと思います。 

 旅行エージェントについても、やっぱりそれぞれのカラーがあるようですので、その辺の情報

の出し方についても、細部にわたって研究していただいて、新聞社、そしてテレビ局について、

来年の設置できるまでに半年間あるわけですから、十分市の民間の方と情報を共有しながら、今

後、壱岐観光行政に力を入れていただきたいと思いますので、強くそのことについてお願いをし

ておきます。それに対して、市長、御意見があれば。 

○議長（深見 忠生君）  白川市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 

○市長（白川 博一君）  私は、具体的な集客方法につきまして、少し考えを持っております。そ

れをちょっと申し上げたいと思います。 

 確かにキャランバン隊とか、インセンティブツアーとかも大事だと思いますけれども、私は先

ほど申されました観光大使につきまして、著名な方が必ずしも私は観光大使としての役目を担っ

ていただいていないと思います。したがいまして、私は観光大使については、まず議員皆様方に

なっていただきたいと思っておるんです。 

 それはどういうことかと申しますと、一つの方法としまして、１年間に自分の親戚でも友達で

もだれでもいいよと、３０人連れて来られたら、例えば「ブロンズ観光大使」にしますと、
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５０人連れて見えたら「シルバー観光大使」ですよと、１００人連れて来たら「ゴールド観光大

使」ですよと、私は実際にその集客してくれた方に観光大使としてやるべきだと。私は著名人の

方が観光大使になったからといって、私は壱岐の観光大使ですよといって回られないわけです。 

 ですから、そういうふうに実際に動いてくれる方、そういった方にブロンズであればインセン

ティブをあげる、ゴールド・インセンティブをあげますよ、そういう有効活用、金をですね、実

績において有効に活用したいと。そのためのインセンティブなら大いに結構だと。効果のわから

んインセンティブも、これはもちろん観光エージェントが持って来た実績でありますからそれは

いいんですけど、ぜひそういったことで、身近にみずから自分たちが動く、それを観光大使にし

たいと思いますし、新しく壱岐から高校卒業生なんかが卒業して出て行くとします。そういった

子にも一つ観光大使など頑張ってもろうて、家に帰るときは連れて来てくれんかと、そういった

地道な活動というか、そういうのが一番効果があるんじゃないかとそういうふうに思っておりま

す。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  鵜瀬議員。 

○議員（１３番  鵜瀬 和博君）  ぜひ市長が言われている壱岐の住民一人一人、壱岐のファンの

方もいらっしゃるわけですけれども、それぞれ一人一人が壱岐のセールスマンとして、ぜひ壱岐

は一つ頑張っていただきたいと思います。それが一歩でも前進するように、来年度の態勢におい

て、受け入れも含めた戦略的のある攻めの行政の部をつくっていただくことを強く希望をしてお

きます。 

 それでは、スポーツ交流人口についてお尋ねをいたします。 

 近年、御承知のとおり、燃油高騰のあおりを受けて、その情勢的にも大変厳しい状況の中で、

壱岐においても観光客は減少をしております。これは市長の行政報告の中でもあったように、昨

年度からすれば、ことしは１割弱減少しているようですが、ただ、スポーツによる交流人口は、

各スポーツ協会や保護者の方々、受け入れ協議会などの支援、協力によりまして年々増加をして

いるようです。 

 現在、スポーツ合宿のまちづくり事業や島外スポーツ団体誘致促進補助金など、誘致の窓口と

して、観光商工企業課、島内のスポーツ大会や島外への壱岐代表チームの世話、支援・体育施設

の管理等は教育委員会の生涯学習課、島内外からもわかりやすいように、国体準備室も含めたス

ポーツ関連誘致やスポーツ課として統一してはどうか。長崎県も県民スポーツ課として、県民に

活力を与えるスポーツの振興を図っているようです。この件について、市長にお尋ねをいたしま

す。 

 ２番目、教育長は、スポーツ課の試案は持っていると、以前言われておりました。平成１８年
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６月議会後の教育委員会でのスポーツ課の研究結果はどのようになっているのか、お尋ねをいた

します。 

 ３番目に、球場など体育施設や受け入れ態勢が充実すれば、昨日の一般質問もありましたとお

り、さらに増加の可能性が出てくると思います。今後のスポーツ交流人口誘致促進のため、トイ

レなどのインフラも含め整備が必要ではないかと考えております。 

 例えば、市長も御承知のとおり、芦辺のふれあいグラウンドのトイレは、長年利用者にとって

不快な思いをさせてきており、改善のため水洗化にするべきだと考えております。また、ふれあ

いをはじめ、大谷グラウンドなど多目施設であるため、野球やソフトボールの試合をするときに、

センターライト側がヒットを打てばフリーとなっており、公式性を高めるなら移動式の簡易フェ

ンスの設置、勝本ダムグラウンド下のソフトボール場をサブグラウンドとして整備したり等まだ

まだ十分ではありません。 

 昨日の同僚議員の答弁では、スポーツ施設振興計画に沿って年次的に整備すると言われたが、

間違いがないか、確認をいたします。 

 その振興計画について、どこがどういった基準で策定しているのか、具体的に計画があれば、

お示ししていただきたいと思います。 

 以上、３点について、お尋ねをいたします。 

○議長（深見 忠生君）  白川市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 

○市長（白川 博一君）  私の方からは、１点目と３点目について、お答えをいたします。 

 交流人口の増大を図るためには、現在、スポーツ合宿のまちづくり事業や島外スポーツ団体誘

致促進補助金などについて、観光商工課で対応しております。また、市民を対象としたスポーツ

振興や体育施設の管理等は教育委員会で、そして国体準備室は総務部所管にいたしております。 

 さきに御説明いたしましたとおり、平成２１年４月に──来年４月に、組織機構の見直しを考

えておりますので、御質問の趣旨につきましては、スポーツ課の設置をするしないは別にいたし

まして参考とさせていただきたいと思います。 

 組織機構の基本は、簡素で市民にわかりやすい組織としなければならないと考えておりまして、

課の統廃合も視野に入れているところでございます。しかしながら、同じスポーツでも交流人口

の増大を目的とするものと、市民を対象とするスポーツ振興につきましては、現時点では、必ず

しも同じ部署で対応することにはならないのではと考えております。 

 また、平成２６年度に本市で開催される国民体育大会の準備を担当する部署につきましては、

関係社会体育団体等の御協力が不可欠でありますことと、今後事務量も増大すると予想されます

ことから、十分な連絡調整と職員の相互協力ができる体制を構築してまいりたいと存じます。 
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 スポーツ交流人口誘致のための施設の整備が必要ではないかということでございます。スポー

ツ交流人口の誘致拡大を図るためには、議員言われるとおり、施設の整備が重要であると考えて

おります。御承知のとおり、社会体育施設には、建築後長年が経過し、改修の時期に来ている施

設やトイレの水洗化、議員御指摘のふれあい広場もございますが、ふれあい広場につきましては、

水洗化は現在下水道の工事を行っておりますので、来年度からやりたいと思っております。それ

からトイレの水洗化が完了していない施設につきましても、順次水洗化を図ってまいりたいと思

っております。スポーツ誘致、スポーツ交流を推進するためにも、今後の優先課題として取り組

んでまいりたいと考えているところでございます。 

 平成２６年長崎国体のソフトボール会場となる大谷公園ソフトボール球場は、公式競技場の基

準に対応する専用球場として施設改修が必要となってまいりますので、公式大会が維持できる専

用施設としての整備を計画しております。 

 また、勝本総合公園グラウンドにつきましても、施設改修が必要であると考えておりますので、

振興計画に沿って整備をしてまいりたいと思っておりますが、現在のところ、概算でございます

けれども、３億円程度、勝本総合グラウンドには必要だと思っております。財源の確保も含めま

して、年次的にやってまいりたいと考えているところでございます。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  須藤教育長。 

〔教育長（須藤 正人君） 登壇〕 

○教育長（須藤 正人君）  １３番、鵜瀬和博議員にお答えをいたします。 

 教育委員会でのスポーツ課での研究結果はどうであったかということでございます。まず、生

涯学習課の職員と話し合いをいたしました。その中で一番多くの意見と申し上げますのは、競技

スポーツの競技力の向上をまず図りたいという意見が大勢を占めました。例えば国体候補選手を

雇用していただいて、壱岐のスポーツの競技力を飛躍的に高めようという意見でございます。 

 また、バレーボールの有名選手でちょっと名前を忘れたんですが、原田さんという女性の方が、

現在、福岡市でママさんバレーの指導をしておるんだそうです。そういう方は、地理的にも非常

に近いところにおられるので、臨時講師として来てもらえないだろうか等々若い人の意見はござ

いますけれども、総括的に申し上げますと、競技力の向上ということが先走っておりました。 

 それで、我々生涯学習課は、いつでもどこでもだれでも親しめるスポーツというのは忘れてい

いのかという話をいたしました。いやそれは忘れていないという力強い意見が返ってきました。

どうしても教育委員会におけるスポーツ課と申しますと、若い職員にとりましても、一定の制限

が考えの中であるのかなと思っておりました。 

 そこで、私が思ったことを申し上げますと、ことし１１回目を迎えました一支国幼児相撲大会
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という非常に興味のある大会がございます。この手の柔軟な発想が教育委員会のスポーツ課でで

きたのかなという心配もございました。そこで、市長が申されますように、スポーツを観光に結

びつけまして、交流人口をふやすためには、多様な部署からのスポーツの招聘、企画等が大切な

のではないかと思っております。いろいろとバリエーションに富んだスポーツを壱岐島内に親し

み、定着させるためには、教育委員会だけでのスポーツ課では、少し自信がないというのが、現

在の私の考えでございます。 

〔教育長（須藤 正人君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  鵜瀬議員。 

○議員（１３番  鵜瀬 和博君）  まず第１点目のスポーツ課として統一してはどうかという部分

ですけれども、これは、国体準備については総合的な支援が必要なので、現在の国体準備室より

規模を大きくしてサポート体制を充実していきたいと。そのほかについては、今度の機構改革に

検討というか、参考としたいというお話でしたね。 

 ぜひ、教育長に対してもですけど、教育委員会でつくってくれと言っているわけじゃないんで

すよね。今も言いましたとおり、長崎県の方も御存じかと思いますけども、文化スポーツ振興部

としてあって、教育行政のそういったスポーツ部分について、一部、要は市の方の行政の方でカ

バーをされて、教育委員会の方からそういったたけた方を一緒に入れてされているというような

状況もありますし、島根県の出雲市あたりも文化企画部というのがあって、その中にスポーツ振

興課という形で、これも市長部局の方にあります。これも教育委員会の一部のそういった生涯学

習課の中のスポーツの部分に限って、一緒にしているような事例もあります。 

 私が言いたいのは、結局やる気があるかというところですよ、市長も教育長も。スポーツによ

って交流人口をふやすという部分も必要ですけども、そうすることによって、スポーツを通して

島内の市民の皆さんの健康増進も含めた親睦もできると。逆に言えば、そのスポーツを活用して

交流人口をふやそうと。そうたしときに島外的に見て、そういった部なり課なりがあれば、逆に

問い合わせもしやすいし、そういう部分について、そうした方がよくないかという部分で提案を

させていただいております。市長が言われた参考にしたいということですけれども、どう参考に

されるのか、その点を再度お尋ねいたします。 

 ３番のトイレについては、ふれあいのトイレについては、来年度から着工ですかね、配管から

して進められるようですので、できるだけ早急に、毎年野球等もあっておりますし、硬式野球、

軟式野球、島外からたくさん、この間市長もお見えになったとおり、来ておられますので、ぜひ

そういった部分も含めて、スポーツ振興の整備については力を入れていただきたい。 

 勝本ダムのグラウンドに約３億円の整備費がかかるということですけれども、いつぐらいから

される予定なのか、その点について、再度お尋ねをいたします。 
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○議長（深見 忠生君）  白川市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 

○市長（白川 博一君）  私は、スポーツ課とかいうかスポーツ課は参考にします。今おっしゃっ

たように検討いたします。しかし、私は、スポーツ課という名前がなければ、力を入れておらん

のかとそういうことにはならんと思うんですね。私は、課の名前にこだわりたくはないと思って

いるわけです。ですから、私はスポーツ課をさっき設置するかしないかは別にしてと言いました。

そういう趣旨に沿って、スポーツをとにかく壱岐の交流人口を図るための手段として、それはも

う当然考えておるわけです。しかし、教育長が申し上げましたように、スポーツ課だけがその誘

致をするのか、そうじゃないわけですね。ですから、私は、その名前にこだわるということはあ

んまり適切じゃないと思っているわけです。しかし、意欲というのは負けんわけです。意欲とい

うのは、交流人口をスポーツを通じてやるよと、私は多用な手段で持ってくるということで申し

上げておるわけです。 

 それから、勝本の総合グラウンドにつきましては、実は、そのできたら補助メニューがあれば、

それを何とか乗せたいと思っているわけです。しかし、それを探しているうちに、その時間を投

下してもいけませんので、当面、１塁側の防球ネットがございません。フェンスですね。１塁側

のフェンスから、やはり通行中の車とか人とかの問題がございますから、１塁側の防球フェンス

から着手をしていきたいと思っているところでございます。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  鵜瀬議員。 

○議員（１３番  鵜瀬 和博君）  市長が言われたそのスポーツ課に何でこだわるのかということ

ですけど、私も名前自体はこだわっていないとですよ。要は名前はどうであれ、そういった部分

の部署なり課なりをつくられる気はあるかという部分を私は市長に問うとるわけでございますの

で、その辺は誤解をされないように。 

 また、勝本ダムのグラウンドについては、１塁側からやっていくということですので、国の方

もスポーツ振興法とかあるわけですから、その辺も含めて補助メニューがあれば、ぜひそういう

のを活用して、できるだけ早い時期にしていただいて、交流人口をふやしていただきたいと思い

ます。 

 一応市長は御存じかと思いますけれども、参考までに、平成１８年度の政策評価によりますと、

二泊三日の補助対象期間の宿泊、食事、お土産、１人当たりの島内消費が２万７,５００円、平

均ですね。年平均大体５,０００人ぐらいが来島されております。実績として。大体１億円以上

の効果があるようです。一泊二日とかいろいろあるようですけど、島外スポーツ団体誘致促進補

助金等を今使われている分については、これぐらいのデータとして残っておりますので、ぜひそ
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ういった費用対効果もあるわけですから、ぜひそういった整備には力を入れていただきたいと思

います。 

 あと最後に、平成１７年３月の行財政改革の国の指針によりますと、行政改革を推進するに当

たっては、住民と協働し、首長のリーダーシップのもとに危機意識と改革意欲を首長と職員が共

有して取り組むことがまとめられております。 

 また、組織についても、縦割り型組織にとらわれることなく、政策、施策、事務、事業のまと

まりや地域に対応した部局、課、室を編成するとともに、住民ニーズへの迅速な対応の観点やス

ピーディな意思決定、対応の観点から個々の職員の責任と権限が明確化され、意思形成過程が簡

素化されたフラットな組織編成をし、住民から見ても責任、権限の所在がわかりやすい構造、職

名とすることになっておりますので、来年度、２１年度に機構改革をされるというふうに市長も

明言されておりますので、その方面も含めてぜひ御検討をいただきたいと思います。 

 ただ、私が心配している部分は、いろいろ市長が施策をして立派な機構組織にしても、やっぱ

りこういった離島であるために、航路については大変必要不可欠となっております。これも市長

もいろんなところ国県等に要望をされておりますけれども、ぜひ今後も対馬や九州郵船と協力し

て、壱岐の生命線である航路問題解決に最大限の努力をしていただきたいと思います。 

 いろいろ自治体が補助をすれば、８０％は特別交付税あたりもあるようですので、そういった

部分も高所低所からいろいろ見ていただいて、ぜひ航路維持について、格段の御努力をしていた

だきたいと思います。その分について決意がありましたら、お聞きしたいと思います。 

○議長（深見 忠生君）  白川市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 

○市長（白川 博一君）  航路につきまして、今議員御指摘のように、自治体が助成をすれば８割、

交付税見るよというのがございます。 

 壱岐は、長崎県の島でございます。この自治体というのは、私は長崎県を指していると、指す

べきだと思っております。 

 したがいまして、長崎県に対して、九州郵船に助成をしてくれということを強く訴えておると

ころでございます。 

 それにつきましては、国会議員の方々にも、そのような動きをしてくれというお願いをいたし

ております。航路は、離島にとって道路でございます。この道路をやはり守るということは、行

政にとりまして最大の責務でございます。そういう気持ちで対応していきたいと思ってます。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

 （「終わります。」と呼ぶ者あり） 

〔鵜瀬 和博議員 一般質問席 降壇〕 
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○議長（深見 忠生君）  以上をもって、鵜瀬議員の一般質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（深見 忠生君）  ここで暫時休憩をいたします。再開を１１時４５分とします。 

午前11時32分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時45分再開 

○議長（深見 忠生君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 引き続き一般質問を続けます。 

 それでは、次に、２番、町田光弘議員の登壇をお願いします。 

〔町田 光浩議員 一般質問席 登壇〕 

○議員（２番 町田 光浩君）  それでは、２番、町田光浩が通告に従いまして、２点ほど質問を

させていただきます。 

 もうお昼間近ということで、頑張って早く終われというような声も出ておりますので、的確に

質問をいたします。的確な答弁をお願いいたします。 

 まず、図書館の整備についてでございます。 

 以前、市立図書館、現在市内に何カ所かあるわけですけれども、不備な点が多々見受けられる

ということで指摘をしておりました。それから、随分たつわけですけれども、その間、どういう

ところが改善されているのか、改善点をお示しいただきたいと思います。 

 もう一つ、図書館については、蔵書管理及び市立図書館と小学校、中学校それぞれ図書室を設

けておりますけれども、オンライン化をして、一括した蔵書管理ができれば、図書の購入及び図

書の管理が非常に簡略化でき、効率も上がるのではないかということで、実施してはと申し上げ

ておりましたけれども、この点の進捗状況はいかがなっておりますか、お尋ねをいたします。 

○議長（深見 忠生君）  町田議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。 

 須藤教育長。 

〔教育長（須藤 正人君） 登壇〕 

○教育長（須藤 正人君）  ２番、町田光浩議員にお答えをいたします。 

 現在、市立図書館は郷ノ浦図書館と石田図書館の２館でございます。 

 そのほかに、地区公民館図書室を運営して、多くの方の御利用をいただいておるところでござ

います。 

 平成１７年９月の定例会のときに、町田光浩議員からお話をいただいております。そのときは、

図書館と市内の全小学校を含めました図書館システムの導入、また、県立図書館とのオンライン

化を視野に入れて検討をしてまいりたいという御答弁を申し上げております。この思いは、今も
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揺るぎのないものでございます。 

 図書館を初めといたしまして、学校図書のシステム化は整備をしなければならないと考えてお

ります。今年度は、郷ノ浦図書館に図書システムを導入いたしまして、蔵書の管理、貸出し等の

迅速化を図るよう入力作業を行うようにいたしております。この入力作業には、多くの時間と多

額の経費を要する見込みでございます。 

 学校とのオンライン化につきましては、中学校の統廃合や費用対効果、また、財政的な条件も

ございまして、かなり多額の経費が必要となります。今後の検討課題として、研究をしてまいり

たいと思っております。 

 市議会での図書館に関します一般質問は、１７年３月の大浦利貞市会議員様から、平成２０年

の町田議員さんまで、次ごう７回目の質問をいただいておりますが、顕在的にここをどうしたと

いうことが申し上げない状況にはございます。その点は御理解をいただきたいと思います。 

 歴代の一般質問の中で、職員の条件等々を言われておりましたが、それは、完全ではございま

せんが、実現ができておると自負をしておるところでございます。 

〔教育長（須藤 正人君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  町田議員。 

○議員（２番 町田 光浩君）  教育長の今の答弁を総括いたしますと、何もできていないという

ことですね。実に７回、私を含めてほかの同僚議員も似通った質問をこれまでに７回やっておる

わけですけれども、結局何の改善もされていないと。 

 多額の予算を必要とするものであるんであれば、先ほど言われた費用対効果等云々ありますで

しょうから、そう簡単にできるものではないと思いますけれども、ほとんど費用を掛けずにでき

ることも言っているんです、質問の中で。 

 例えば、以前申し上げたのが蔵書の管理なんですけれども、どんな本がいつどこにあるという

ところだけでなくて、直射日光が直接本に当たる場所に本が並べてあるとか、あと、大人が背伸

びしても届かないような本棚があるとか、そういう細かいことも申し上げているんです。それに

関して、教育長は、具体的な事例や箇所をリストアップして、すぐに指示を出すというふうに答

えられているんです。 

 先ほど、職員の配置の件もある程度実現をというようなことですが、私の目から見て、どの程

度どういうことが実現されているのかちょっとわかりませんので、具体的なことをお示しいただ

きたいと思います。 

 それと、蔵書管理についてですが、市立の郷ノ浦図書館においては、今年度管理システムの導

入を計画しているということでございます。 

 石田の図書館は、もう既にそういう検索システム、管理システムがあるわけですけれども、そ
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れとのオンライン化はその計画の中に入っているのか、その点をお答えください。 

○議長（深見 忠生君）  須藤教育長。 

〔教育長（須藤 正人君） 登壇〕 

○教育長（須藤 正人君）  町田光浩議員にお答えをいたします。 

 具体的な指摘事項の直射日光の降り注ぐ蔵書の処理はどうしたかということでございますが、

これは、一番甚だしかったのが、郷ノ浦図書館の２階にございます個人の作家の全集がある書架

がございます。ここは、すぐに指示をいたしまして、ブラインドを常時下ろすということで解決

をいたしております。 

 また、大人の背の届かないところの書架の件でございますが、書架の都合がございまして、別

のところに移動させるということは実現をいたしておりません。それで、消極的な策ではござい

ますが、足踏み台を置くということで、処理をさせていただいております。 

 それと、石田の図書館と郷ノ浦図書館のオンライン化についてでございますが、これは、今年

度の事業ではまだ入っておりません。 

○議長（深見 忠生君）  それから、教育長、職員の関係は。 

○教育長（須藤 正人君）  済みません。職員の配置の件でございますが、郷ノ浦図書館には、図

書館司書としての男性、嘱託の職員でございます。そして、同じく郷ノ浦図書館に、図書館司書

補としての長期臨時の女性の職員を配置しております。そして、石田図書館には、図書館司書補

としての女性嘱託職員を配置をいたしております。 

〔教育長（須藤 正人君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  町田議員。 

○議員（２番 町田 光浩君）  何を言っていいのかわからなくなってきてますが、職員の配置の

件ですけれども、司書の配置をということで、当時、私が質問した中に、司書はもちろん必要で

すよと、ただ、単簡に固定してしまうと、それぞれのスキルアップができないということで、巡

回させるような形をとってもらえると、非常にいいんではないかというようなことを申し上げて

おりました。今言われる限りでは、それはできていないように聞き受けられたんですが、そうい

った計画をされる予定はあるのかどうか。 

 それから、その質問をした際に、教育長の答弁の中に、図書ボランティアのことを答弁の中で

おっしゃっております。図書ボランティア講座が、当時、ちょうど始まったぐらいの時期でござ

いまして、そのとき８６名でしたか、一番最初の養成講座に参加された方々が。その方々が、今、

各小学校図書ボランティアの方々、非常に頑張っておられます。予算的にも非常にというか、ほ

とんど予算はない状態で、ただ、子供たちに本のよさを伝えたいということで、それぞれが自分

たちでできることからやっていきましょうよというようなスタンスで取り組まれておられます。 
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 何で、そういうことをされるのかというと、行政が当てにならないからなんですけれども、今、

恐らく、私の認識が間違ってなければ、市内、ほとんどの小学校で図書ボランティアの方が活動

をされておられます。 

 この図書ボランティアの方々の協力を願って、巡回司書のかわりにいろんなことを展開してい

ければというようなことを教育長が答弁をされていたんですけれども、現在、図書ボランティア

の方々、市内に何名いらっしゃるのか、現在の活動状況というのを、教育委員会としてはどれく

らい把握してあるのか、それと、先ほど申し上げました市立図書館、郷ノ浦と石田の職員の異動

といいますか、巡回まで行かなくても、定期的なミーティングをされているのかどうかとか、そ

ういったことがありましたらお答えください。 

○議長（深見 忠生君）  須藤教育長。 

〔教育長（須藤 正人君） 登壇〕 

○教育長（須藤 正人君）  町田光浩議員にお答えをいたします。 

 図書館ボランティアの人数でございますが、図書ボランティア講座を開設いたしましたときに、

８６名の受講生がございました。当初、受講生を３０人ぐらいに限定をしてやる予定でございま

したけれども、全員に研修を受けていただきました。そして、驚くことには、８６人の中から

６０何名かの研修修了者を出しております。町田議員が申されます、島内の図書ボランティアの

数といいますのは、この６０を言えばいいのでしょうか。また、学校図書ボランティアの数では

ないんですよね。（「含めて。」と呼ぶ者あり）含めてですか。学校図書ボランティアは、各小

学校には全部活動をされております。具体的な数字はここに持っておりませんので、後ほど正し

い数字をお伝えをしたいと思っております。 

 それと、図書ボランティアの活動でございますが、学校図書のボランティアの活動は、ただ今

申し上げましたように、非常に活発なものがございます。市立図書館、また、公民館図書室での

図書ボランティアさんの活動といいますのは、今のところ目立った存在はないものと思っており

ます。 

 当初、私が石田図書館の職員さんの問題が起こりまして、そのときに図書ボランティア研修の

卒業生の方の御協力をいただければというお話をしておりました。しかし、これは、実現をいた

しておりません。 

 それと、郷ノ浦図書館と石田図書館の職員の定期的な話し合いでございますが、これは、私が

知る限り、定期的な集まりはしてないものと思っております。 

〔教育長（須藤 正人君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  町田議員。 

○議員（２番 町田 光浩君）  質問をしていて、何か適当な発言ではございませんが、ちょっと
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ばからしくなってきております。 

 続けます。 

 結局、ほとんど何もできてないわけですけれども、管理システムについて、今年度、郷ノ浦の

図書館に導入をされるということでございます。 

 以前、この件を質問した折の答弁の中に、ネットワーク化をぜひ進めていきたいと、教育長は

言われております。それなりの経費もかかりますので、どれぐらいの時期になるかわからないと

いうことだったんですが、ただ、そのときの答弁の中に、「県の有利な補助もあったりするので、

関係課と検討を重ねておりますと、ぜひ実現をしたい、経費の概算は算出済み」というふうに答

弁をされておられます。その当時、算出された概算がおおよそ幾らぐらいであったのか、今回、

郷ノ浦のシステムの導入に関して、おおよそ幾らぐらいを見込んでいらっしゃるのかをお尋ねし

ます。 

 それから、今般、光ケーブルで市内の各公の施設がつながれております。何で、時間がたって、

また、こういう質問をしているかというと、これがあったものですから、オンライン化は当時考

えているよりもはるかにやりやすいハードの整備が今できてるわけですから、実現に向けていき

たいと、教育長はおっしゃっておりましたので、その検討がなされているのかなと思いまして、

お尋ねをしてるわけです。その点のことをちょっとお伺いしたいのと、定期でも、不定期でもい

いんですけれども、ミーティングはできないんですか。その辺のところを御答弁お願いします。 

○議長（深見 忠生君）  須藤教育長。 

〔教育長（須藤 正人君） 登壇〕 

○教育長（須藤 正人君）  町田光浩議員にお答えをいたします。 

 まず、両図書館の職員のミーティングでございますが、これは、開館時間等々の条件をクリア

することを考えますと、両図書館の代表が話をするということになろうかと思います。全員の一

所での会議というのは、少し無理ではないかと思っております。 

 ただ、これは、その課の実情がございますので、運用の方法がございます。もう少し研究をさ

せていただきたいと思います。 

 それと、以前、有利な補助金があるということで積算をいたしました。申しわけございません

が、具体的な数字を覚えてはおらないのですけれども、やはり市からの負担金額のことで実現を

しなくなったことでございます。 

 それと、光ケーブルにつきましても、現在、その関係の担当の方といろいろと情報をもらって

おるところでございます。まことに町田議員から失望この上ないというきついお言葉をいただい

ておりますけれども、図書館につきましての私の夢もございます。お金のことばかり言わずに夢

を語れというお言葉が、昨日市長様に２人の方から投げかけられております。我が教育委員会も
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夢を語るべき部署の一つだと思っておりますけれども、どうも私が申し上げます夢は、非常に財

政的な支出が巨大なものでございまして、ある場では、須藤は原の辻におぼれておるというよう

な言い方もされております。図書館に対する夢も烈々たるものを持っております。これは、何の

役にも立たない私の話になろうかと思いますけれど、どうぞ御理解をいただければ幸いだと思っ

ております。 

〔教育長（須藤 正人君） 降壇〕 

 （「システムの概算予定は。」と呼ぶ者あり） 

○議長（深見 忠生君）  教育長、オンラインの関係は。（「導入予定の予算計画。」と呼ぶ者あ

り）町田議員。 

○議員（２番 町田 光浩君）  時間がかかっておりますので、もう、それはいいです。 

 郷ノ浦で管理システムの導入をされるということですが、経費どれぐらい見込んであるかとい

うのは、たとえ通告をしてなくても、その辺は答えていただきたかったなと思っております。 

 それから、経費がかかる分は、いろんな問題があるでしょうから、すぐにできる、できないと

いうのはなかなか言えないし、もちろん、夢を語らなくては前に進まないんですけれども、実際

のお金が伴わないとそれが実現できないというのもわかります。ただ、私が非常に失望している

のは、そんなに大きな金額をかけなくても、例えばバリアフリー、郷ノ浦も入れないです。勝本

の地区公民館も車いすでは玄関は入れません。何らかの、それぐらいの対応というのはできない

んでしょうか。公立の場所ですから、行政がそうやって設置して、市民の提供するんであれば、

公平なサービスが提供されなければいけないんです。それは、公的な施設の義務なんです。それ

を、そのまま、先ほども言われたように何度もこうやって話が出ているのに、放置をされている。

これは、この点に限らず、非常に問題だと思います。 

 この件に関しては、市長には出しておりませんでしたけども、市長は、今までの私と教育長の

やり取りをお聞きになって感じる点がございましたら、一言お答え願えませんでしょうか。 

○議長（深見 忠生君）  白川市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 

○市長（白川 博一君）  過去に７回も質問があっておるわけですから、同じような答えをすべき

でないと思っています。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  町田議員。 

○議員（２番 町田 光浩君）  次回、８回目を予定いたしますので、同じような答えでないこと

を祈っております。 

 ぜひ、市民に対して公平なサービスを心掛けるようにしていただきたいと思います。 
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 それと、これはちょっと聞きはさんだ話なんですが、小学校の図書ボランティアの皆さんの把

握をするために、教育委員会からアンケートが何か行われたというような話を聞いております。

この実施時期がいつぐらい行われたのか、集計がもうできているのか、できているんであれば、

後日で結構でございますので、お示しをいただけないかというところと、こういう図書ボランテ

ィア、今、ほんとに地道に活動なさってますので、恐らく、それぞれの方々が出会う機会という

のはほとんどないと思うんです。先ほど言われた司書のミーティングは、もう、現在のところ絶

望的でございますので、組織化、小学校の図書ボランティアの組織化等の、何か、そういう計画

があるのか、もし、その点で答えていただける部分がありましたらお願いします。 

○議長（深見 忠生君）  須藤教育長。 

〔教育長（須藤 正人君） 登壇〕 

○教育長（須藤 正人君）  図書ボランティアの実情についてのアンケート、また、その結果等々、

そして、図書ボランティアの一堂に会しての会等はすべて可能なことだと思っております。具体

的にアンケートの結果等は、まだ私聞いておりませんので、早急に調査をいたしまして、報告を

させていただきます。 

〔教育長（須藤 正人君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  町田議員。 

○議員（２番 町田 光浩君）  早急にお願いいたします。 

 それでは、次の質問に移ります。 

 固定資産税の件についてなんですけれども、これも、もう実は、もう何回も同僚議員から質問

がされている案件でございます。 

 国土調査の終了時期がそれぞれ旧町ごとに見てみますと、時期がずれております。この時期の

ずれによりまして、新しい国調の基準で税が賦課されていくわけですから、ここで、ちょっと市

民の中から、これはちょっと平等ではないんではないかという声がもうずっと上がっているわけ

です。この点に関して、市長はどのようなお考えを持っていらっしゃるのか、お答えください。 

○議長（深見 忠生君）  白川市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 

○市長（白川 博一君）  固定資産税について、国土調査が終わっている旧町ごとに、その完了の

時期が違うから、課税されているところと、いないところがある、不公平じゃないかという御質

問でございます。 

 課税の根拠につきましては、固定資産評価基準で、土地の評価額を求める場合に用いる地籍は、

登記簿に記載されている土地については、原則として登記簿に記載されている地籍により、また、

登記簿に記載されていない土地については、現況の地籍によって課税するとなっております。 
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 しかし、課税の特例といたしまして、地籍調査を行っている市町村においては、当該市町村の

一部について、地籍調査後の地籍が、当該市町村における他の土地との均衡上、当該地籍による

ことが特に不適当であると認められるものについては、地籍調査前の地籍にするものとなってお

ります。 

 この文言を素直に市にあてはめますならば、地籍調査を行っている壱岐市において、当該市町

村の一部について云々ということになるかと思います。それは、議員御指摘のとおりの理論なる

かと思います。 

 しかしながら、合併前に旧各町におきまして、地籍調査完了後、新地籍で課税をするというこ

とが旧各町ごとに取り決められておりました。そのことが一つ。 

 それから、合併協定項目第１０号に、「地方税に関することにおいては、地方税については現

行のとおりとする。ただし、入湯税においては勝本町の例による。」という、合併協定項目がご

ざいます。 

 したがいまして、旧町の取り決めは新市に引き継ぐこととされておりますから、この文言で見

ると、今御指摘は、勝本町が平成１７年に地籍調査を完了いたしましたから、１８年から課税さ

れていることについての御質問だと思っておりますので、旧勝本町におきましては、勝本町の地

籍調査を終わったらやるよということを引き継ぐべきであると思うわけであります。 

 そこで、私がなぜ、その認識に立つかと申しますと、実は、石田町が合併をする前に地籍調査

を終わっておりまして、合併をする前に、既に新しい地籍で、旧石田町は課税をされておりまし

た。ということは、その旧町で課税をされていることを知った上で、ある意味、議員おっしゃる

ような不公平な状態で、ある意味、そういう状態をもってそれを認識して、合併協議会では現行

のとおりにするという決定がなされておるわけでございます。合併のときに、石田町は既に新し

い地籍で課税されておった。それを、じゃ、壱岐市はなっとらんから元に全部戻すよと、これは

実際不可能な話でございます。 

 したがいまして、旧石田町が課税をされていてずっときた、そして、合併協定項目にあります

ように、現行のとおりということでございまして、勝本町は、旧勝本町の約束が生きてると私は

思っておりますので、勝本町が平成１７年に地籍調査完了いたしましたことから、平成１７年

１２月議会で行政報告を行い、そして、広報いき、翌年の１８年５月号において、周知をいたし

まして、平成１８年度から新地籍による課税を行っておるところでございます。 

 なお、芦辺町につきましては、平成２３年度が登記完了予定でございます。郷ノ浦町は、平成

２７年度登記完了予定となっております。 

 この問題につきましては、非常にわかりづらい面、私も確かにあると思います。しか、今申し

上げましたような事情がございます。どうぞ、御理解いただきたいと思います。 
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〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  町田議員。 

○議員（２番 町田 光浩君）  市長の言われるのもわかるんです。実際、旧石田町がもう合併前

に、もう、そういう賦課が始まっていたと、これが一番ネックだろうと思うんですけれども。 

 ただ、今、市長がお答えになられた中で、合併協の協定項目の中で定められているというふう

にお答えをされたんですが、以前、同僚議員が、再三、この件について質問された折に、合併協

の中の決定事項にはこれが入っていないという話になってたんです。その議事録等の提出をして

くれということであったんですが、それも議事録はありませんと、結局、どこで決まったかよく

わかりませんと、いう答弁が何度か続きまして、ああではない、こうではないというやり取りが

あったあげく、一番最後は、最終的に、合併協議会の税務部会の中で協議をされて、そういうこ

とになったという答弁になっていたんです。今、合併協の協定項目と、どっちがほんとなんでし

ょうか。ちょっと、私も合併協の中の、詳しいところまでは見ておりませんので、どっちが正し

いのかと、私も今ちょっと判断をしかねております。市長が言われた、賦課に関する言われるこ

とはわかります。わかりますけれども、ちょっと、今、その合併協の中での決定ということで、

ちょっと私は今、それがわからないでいるんで、ちょっと教えていただけますか。 

○議長（深見 忠生君）  白川市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 

○市長（白川 博一君）  私は、昨日、合併協定項目の決定事項を確認いたしまして帰りました。

その中で、あえて、私は、「ただし、入湯税は勝本町の例による。」というのは、あえて申し上

げたんです。というのは、「地方税については、現行とおりとする。」、それで切りますと、書

正直申し上げてすべて網羅してないといいますから、あえて、私は「入湯税は勝本町の例によ

る。」とまで書いてありますから、これは間違ったものは見ていないと思います。もちろん、後

ほど確認はいたします。地方税に関することでございますから、これは賦課、徴収、その他、い

わゆる壱岐市税──町税ですから、は、現行のとおりとする、ということと、私は理解をいたし

ております。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  町田議員。 

○議員（２番 町田 光浩君）  その件については、私ももう１回きっちり調べてみたいと思いま

す。 

 はっきりしないと、市長も多分理解されてると思うんですが、非常に不公平感があるんです。

市民の中に。いまだにやっぱり根強く残ってまして、確かに、１０年以上の開きがあるんです、

賦課の時期が。国調の完了によって。もう基本的に一つの行政になって、しかも、もう合併後
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４年を経過、４年以上たってるわけですから、市民としては、もう市じゃないかと、一つの市じ

ゃないかという考え方で行くと、やっぱどうしても納得できないと、何かおかしいというような

感じを受けられるのも確かです。ですから、市長、ちょっとしっかり、この辺調べていただいて、

もし、旧町枠ということでなくて、もっと細分化した段階を踏めるのであれば、そういう方法も

一考に価するのではないかなと私はちょっと思っているんですけれども、これが可能かどうかわ

かりませんが、研究されてみてはと思います。 

 ちょっと見識のある方と、この話をしたときに、今の状態は憲法違反の可能性があるんじゃな

いかというようなことを言われたんです。私も、ちょっと、そこまで深いところまで、私はこれ

を精査してなかったものですから、実際、そうなのかどうかというのは、まだちょっと判断はし

ておりませんけれども、それなりに詳しい方が、そういう発言をされたものですから、これもち

ょっと早急に確認をしていただいた方がいいのではと思っております。万が一、そういうことで

あれば、大変なことになりますので。 

 先ほど申し上げました、ちょっと別の割り方といいますか、旧町単だけでない考え方もちょっ

と頭の中に入れていただきたいなあと思いますが、その辺のところをいかがでしょうか。 

○議長（深見 忠生君）  白川市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 

○市長（白川 博一君）  今、おっしゃる課税については、特例でございますから、もし、それが

公平でないとおっしゃるなら、課税を新地籍を元に戻すということではなくて、終わったところ

から、登記簿に載っているところから、本則で課税するということになります。 

 そうしたときに、今まだ終わってない町の方々が、あの約束はどうしたのかとおっしゃること

もあると思います。 

 私は、現実の問題として、合併前に課税をされていた石田の地籍を、合併前の地籍に戻して課

税する、これは不可能だと思っています。もちろん、やれないことはありません。しかし、私は

技術的に不可能ということではなくて、それこそ、税体系を、もう根本から住民の方々の信頼を

なくすと思っております。ですから、もしどうしても不公平をなくせとおっしゃるならば、まだ

終わってない旧芦辺町、郷ノ浦町に、新地籍で本則課税をさせてくれませんかということのお願

いをするのが、いわゆる正当のことになるかと思います。 

 しかし、そのことも、非常に厳しいと思っております。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  町田議員。 

○議員（２番 町田 光浩君）  予定時間をずいぶん過ぎてしまいましたが、先ほど言いました、

合併協の件は、ぜひちょっとしっかり調べておいていただきたいなと思います。 
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 合併協で決まったから、こうしてるんだというわけではないんでしょうから……ですよね。

（発言する者あり）決まったからですか。合併協で決まっているからということでされておりま

す。確かに、合併協の決定事項であれば、それは尊重しなければいけないと、私も思います。 

 ただ、合併協の決定であるから尊重しなければいけないというんであれば、庁舎の建設はどう

なんでしょうか。ちょっと話は変わってしまいますけれども、合併協の決定を尊重しなければい

けなと言うんであれば、今回、先ほどもちょっと出ましたけれども、市長部局の審議会等の条例

の改正が出ておりまして、庁舎建設懇話会、あれももう廃止になる予定になっております。それ

は、もうつくる気がないとうお考えなのかなと、ちょっとそのときは思ったんですけれども、そ

の点はいかがでしょうか。 

○議長（深見 忠生君）  白川市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 

○市長（白川 博一君）  庁舎につきましては、その協定項目一字一句は覚えておりませんけども、

その趣旨は、新しく庁舎を建設するときは、勝本町云々ということだったと思います。 

 ですから、現在、新しく建てるという機運があるのかどうか、今、平成１９年度から、議会の

皆さんの御承認を得て、分庁された。今のこの段階では、新しく建てるという状況でないと思っ

ておりますから、その懇話会は、今の時点では廃止しても差しさわりないと思っておるところで

ございます。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  町田議員。 

○議員（２番 町田 光浩君）  これは、通告に入っていない項目ですのでいいんですが、ついで

としてちょっと言わせていただければ、市長は、無駄遣いストップ本部を立ち上げて、みずから

陣頭式をとられて頑張っておられますけれども、今、壱岐市の中で一番の無駄遣いは何だと思わ

れます。私が思うには分庁方式だと思うんですよ。職員の給与も今度５％カットされる予定です

し、いろいろ無駄遣いストップ本部の中でこう細かいところも切っていかれているんですけれど

も、そういう細部にわたるところも大いに結構やっていただいていいんですが、ちょっとせっか

く庁舎の話になったものですから、それを言っているんですけど、分庁方式というのは非常に無

駄です。これが私は最たる無駄なものだと思っておりますので。 

 民間の企業、もしくは団体、市町村もそうなんですが、今どこも合併していますよね。何のた

めに合併をしているのか。効率を上げるためです。大変だから。その中において分轄をするとこ

ろはありません。確かに新しいものを建てるのはすごくお金もかかりますし、なかなかスムーズ

にいくものではないと思うんですけれども、無駄遣いストップ本部の中で、市長もこのこともち

ょっと頭に入れて考えていただけたらと思っております。 
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 ついでなんで、ちょっと余計なことまで言ってしまいましたけれども、先ほどの合併協の件と、

この賦課の件なんですけれども、できないということであれば、できないでいたし方ない部分は

あるのかもしれませんが、市民の中に非常に不平等感が大きくくすぶっているということだけは、

しっかり頭の中に入れておいていただきたいと思います。何度も何度もこうやって質問が出てく

るということは、少なからずの市民がやっぱりそう思っているわけですね。ですから、ぜひその

辺は頭に入れて今後よろしくお願いしたいと思います。答弁は結構です。 

 以上で終わります。 

〔町田 光浩議員 一般質問席 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  以上をもって町田光浩議員の一般質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（深見 忠生君）  ここで暫時休憩をいたします。再開を１３時３０分とします。 

午後０時31分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時30分再開 

○議長（深見 忠生君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 次に、２２番、近藤団一議員の登壇をお願いします。 

〔近藤 団一議員 一般質問席 登壇〕 

○議員（２２番  近藤 団一君）  市長に対し、２点質問いたします。 

 まず１点目は、税行政全般についてであります。 

 もう皆様も御承知のように、やはり自治の根幹は納税であります。この辺が公正・公平なこと

が行われなければやはりこの自治というものは成り立たないという気がいたします。 

 そういう点において、こういう意見もございます。市長が幾ら立派な市政をされても、この辺

がうまく納税がいってなければその評価はないと。また、議員もいろいろ何回もいろいろな議員

がいろいろな質問をして、結局はその是正を行われなければやはり議会もだめだという、そうい

う意見で今回この質問を取り上げました。 

 御承知のように、５年の時効で自動的に、税金の納税の義務が切れていく、こういう状況がま

だあります。こういう中にあっても、例えば督促もできない、時効中断もできないというふうな

事例もあると担当者から聞きましたけれども、何でそういうふうになるのかなという気がするわ

けですよね。 

 それでまた、６月定例の中村議員の質問の中でも、市長は、この件に関しては、いろいろと滞

納の問題でやはりその直接会って解決をしたいと。しかし、もう先日いただいたその後の分につ
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いて、９月４日までに、結局は何らの手も打っていないと。確かに相手が留守だったからとか、

用事があったからとかいうことで、市長のこう回答書なんですよ。 

 これは、６月定例で質問された分の方にどう対処されたかを私は先日いただいたんですが、

９月４日までの分です。それで何と書いてあるかというと、「７月末、代表者の方と市長が日程

調整をしましたが、都合のいい日がなくて現在に至っております」。９月４日です。そして６月

定例の中で、市長ですね、要するに例えば市内の９名の方が未解決とか、この辺は真摯に受けと

めて早急に関係者と話し合いをして、早期解決をしたいというようなことを申し述べてあります。 

 私が、一応６月定例、市長が最初の議会ですよね。やはりいろんな諸問題、未解決の問題は、

とにかく１年以内に結論を出してくださいと、その中でできないものはできないでいいと、でき

るものはできると。ここでとにかくできないものについては、それ以降でかまわないけど、でき

るものはとにかく１年以内に、私の任期中とかそういう悠長なことじゃなくて、とにかく１年以

内に結論を出してくださいというようなことを申し上げておりました。その意味も含めて、先ほ

ど前日の件も含めてその辺をちょっと答弁をお願いいたします。 

○議長（深見 忠生君）  近藤議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 

○市長（白川 博一君）  後段のいわゆる固定資産税の関係から申し上げます。 

 確かに今おっしゃったように、私は６月議会に、「これは平成６年から事務の懈怠というほか

はない」ということを申し上げました。そして、「早急に解決する」とも申し上げました。実は、

その担当者の書いたことも事実でございます。 

 その後、私に御本人というか、９名の中のお１人が私のところに会いに見えました。小一時間

ぐらい話しました。そのことについて、私が現場に来られたということを伝えてませんでしたの

で、それは私のミスでございます。７月に一度１時間程度お会いをしたところであります。そし

てまたも９月２６日にもお話をする予定にいたしております。それで、申し上げましたように、

この固定資産税問題につきましては、早急に解決をするという気持ちに変わりはございません。 

 それは、そして今担当課に、この平成６年から今日までの経過について、詳しく書いて来なさ

いという指示をしているところでございますが、それがまだ私の手元に来ていないというのも事

実でございます。その点につきましては、若干気合いと実際の事務がずれているなと、自分自身

が反省をいたしております。 

 それから、前段の税の納税について申し上げます。 

 議員御指摘のとおり、税は、行政運営に必要な歳入を確保するということから、壱岐市行政の

基本をなすものであるという認識は間違いございません。税の公平・公正な徴収につきましては、

スムーズな行政運営のみならず、社会的公平を確保するためにという意味からも大変重要なこと
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であると認識しております。そのために、４月と７月に徴収係を１名ずつ増員いたしまして、徴

収体制の強化を図ってまいりました。滞納者に対しては、窓口や臨戸訪問による相談、管理職と

の夜間合同徴収の実施、健康保険証の切り替え時における納税相談、短期証、資格証、発行時に

おける個別相談、地域の納税組織との連携による納付督励などを実施いたしております。 

 また、悪質な滞納者に対しましては、時効中断と換金を目的として、預金、給与、不動産の差

し押さえなど厳しい措置で対応いたしております。 

 差し押さえ件数を申し上げますと、平成１８年度には１２件でございます。１９年度は７６件

と大幅に増加をしております。その内訳を申し上げますと、不動産が１１件、預金が２８件、給

与が２１件、生命保険が５件、国税還付金が１１件となっております。換価額の合計は約

６７８万円でございます。 

 また、最終催告、いわゆる差し押さえをしますよという催告を行いましたところ、差し押さえ

に至る前に自主的に納付されたものが、件数にして４３件、金額にして約５５４万円ございまし

た。今年度も悪質な滞納者については、強い姿勢で臨み、催告の実施とそれに続く差し押さえな

どの滞納処分を積極的に進めてまいる所存でございます。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  近藤議員。 

○議員（２２番  近藤 団一君）  生活困窮者とか、死亡、そして行方不明、こういうものはしょ

うがないですけれども、その５年の時効でもう納税の義務がもう消滅とか、そういうやっぱり悪

質なところをもっとこう何らかの手を打って解消をしていくと。市長にもうとにかくお願いなん

ですね。今までもうずっと、とにかくこの４年間で相当議員さんが質問をされました。 

 先ほども、例えば町田議員が教育長に、７回議員さんが質問してできんやったと。だから私の

論理から言えば、教育長一人が悪いとじゃないとですよ。議員さんも悪いとです。できんやった

ことをですね。それは私も含めて議員も悪いとなるとです。いつまでも言われるわけです。あな

たも悪いと、議員ですね。近藤さんも悪いよと。だから市長ばっかりじゃないと、私たちも言わ

れるわけですよ。 

 しかし、私たちが、その督促に行くとか、そういうそのシステムにまだなっていないし、それ

は行ってもかまいませんよ。それは来てくれとかいうところがあればですね。じゃあだれをやる

かとかいうふうになりますので、その辺は無理な話ですけれども、とにかくもうとると、もう滞

納をなくすと。こう今までちょっと真剣さが足りんやったとですよね、はっきり言うて。それが

ずるずる来たし、いろいろ問題があったと思いますよ。しかし、やはりここに来ては、とにかく

払ってくださいよと、全額割賦でもいいと。その辺はいかがですかね、市長。まずは払ってくだ

さいよと。ですね。 
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○議長（深見 忠生君）  白川市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 

○市長（白川 博一君）  税の徴収につきましては、私は旧芦辺町職員時代に、税務係として８年、

徴収係として４年おりました。そして、正直に申し上げて靴を投げつけられたこともございます

し、罵声を浴びせられたこともございます。そういった意味で徴収係というのは、非常に厳しい

職場でございます。しかしながら、今近藤議員がおっしゃるように、これは公務員として、当然

配置になればそういうことをしなければいけません。 

 私が当時とりました手法といたしましては、やはり市民の方が税を払わんというのは、何らか

の不満があることも非常に多うございます。悪質という方もございますけど、福祉行政に不満で

あるということを理由にお支払いにならない方もいらっしゃいます。そういった方については、

そのまず不満を解消しておあげすると。ということは、その徴収現場に、そういった当事者、い

わゆるその担当者を呼びつけると、呼びつけて解決しなさいという手法をとりました。そのこと

も含めて、やはり、権利ばかり主張なさるんでなくて、納税の義務ということを十分御理解いた

だきながら徴収をしていきたいと思っております。私もそういう経験がございますから、徴税担

当部局とひざを交えて話しながら、いろんなノウハウを研究しながらやっていきたいと思ってお

ります。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  近藤議員。 

○議員（２２番  近藤 団一君）  確かに今市長が言われるように不満があるとですよ。その不満

を解消しない限りはなかなか解決をしないと。個々不満をどういうふうに解決するかということ

を、いろいろ話し合って進めていくと。また、幸いに市長も今１２年の経験でその辺の御自身の

ノウハウはあるわけですが、その辺を税の職員にもっとこう指導しながらですね。 

 今思い出したとですが、かつてキリンが一番売れよった時代に、アサヒビールの販売部長の講

演を聞いたことがあるとですけれども、とにかくアサヒを置いてくださいと、もうなかなかうん

と言わない、３日間座ったそうです。玄関に。とうとうもう１０本のうち３本は置くというふう

になったらしいですけど、やっぱり根気強さ、粘り強さですね。辛抱ですよ。そこを恐らく市長、

みずから１２年の経験の中で培われたと思います。そこはこう職員に指導して、もうちょっと強

い意志で、とにかく来年の４月で任期１年ですから、その間にはぜひ解決をしてください。その

決意をちょっともう１回聞きたいです。 

○議長（深見 忠生君）  白川市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 

○市長（白川 博一君）  ただいまのは固定資産の件だと思いますが、それにつきましては、１年



- 175 - 

間のうちにその９名の方々、いわゆる郷ノ浦町の固定資産税の課税に係る不満の方々については、

１年間のうちに３月までのうちに解決をいたします。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  近藤議員。 

○議員（２２番  近藤 団一君）  とにかく相続とかいろんな問題、また出てくるかもわかりませ

んけれども、とにかく今市長が言われたように、とにかく１年のうちに解決して、どうしてもで

きないものはあるかもわかりません。そこはまた２年目でもいいわけですから、ぜひお願いいた

したいと。 

 ２点目ですが、病院事業関連です。とにかく私のところに来る苦情は、とにかく受付と看護師

の応対です。恐らく私はあんまり言いたくないとですよ、はっきり言って。でも会う人会う人な

んですよ。しかし、職員の恐らく何％と思うんですよ、こういう人は。この人たちが壱岐市民病

院の評判を落としていると思うとですよ。だからそこをやっぱり改善していただきたいという気

がするわけです。 

 例えば、受付をしてみても、先日聞いたら水曜日が一番多いということなんですが、例えば受

付の並んでいる人というのは、ちょっと時間を聞きたい人とか、お医者さんの名前を聞きたい人

もおると思うとですよ。すぐ終わる、要するに１分以内の人もおると思うとですよ。だから例え

ばそういうのを別受付にするとか、それとかアシスタントを１名配置をして、スムーズに列がで

きないような方策というのはできると思うとですよ。その辺をしていただきたいと。 

 かつて私が以前会社におったころは、業務改善活動というのがもうしょっちゅう１年間ありよ

ったですよ。毎月出さにゃいかんわけです。この業務についてどういうふうにすれば業務が効率

化になるかという、アスク活動と言いよったですけど、もう毎月あるとですよ、そして出さにゃ

いかんです。業務改善活動。いかにこの待ち時間を減らすか、いかに受付のその苦情を減らすか

ということをまず皆さんが取り組めば、自然と受付業務も苦情がなくなってくるんです。 

 あと看護師の応対でも一緒です。家でむかむかしておるとき、それとかその職場に不満がある

ときは、どうしても顔が険しくなったり笑顔が出ないと思うんですよ。そこをカバーするために、

きのうもちょっと考えたんですけれども、例えば黄色いワッペンあたりを常時つけとって、笑顔

のワッペンをつけちょかよかとですよ。そして、ありがとうございますて書いたとば張っちょき

ゃ、別に会っても黙って通り過ぎてもかまわんですよ。この人があいさつをしよるわけですから。

それも一案やないかと思いませんか。黄色いワッペンに何か笑顔の書いた紙を張って、ありがと

うございますとしておけばこう知らんふりをして通り過ぎてもいいととですよ。 

 だから、要は業務改善、いかに進めていくかということにまず頭を絞る、知恵を出して、何か

きのうは三知恵とかだれか言いよったですけれども、そういうものを活用しながら進めていただ
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きたい。 

 そして、病院全体がこう、ああもう本当光武さん品川さんみたいに、もうだれでもあいさつ、

もう笑顔だった。もう本当行っただけで病気が治ったと言われるぐらいに市民病院であってほし

いわけですよ。その辺はいかがですか。 

○議長（深見 忠生君）  白川市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 

○市長（白川 博一君）  笑顔のマークの御提案は、ぜひ管理監もよろしくお願いしますので。 

 この病院の問題につきましては、これまでも病院に来られる患者様が気持ちよく、そして安心

して医療を受けられますよう、職員の接遇について機会あるごとに指導し、内部の接遇委員会で

の改善策の検討や院外の研修への積極的な参加など、職員の意識改革には努めてまいったところ

でございます。しかしながら、今回御指摘をいただきましたことにつきましては、大変重く受け

とめているところでございます。 

 早速、職員に対して、あいさつはもちろんのこと、目配り、気配り、心配りの徹底を図るよう

指示をいたしますとともに、院長とともにこの改善策について検討していきたいと考えておりま

す。 

 これまで何回も御指摘をいただきまして、病院として取り組んでまいりましたことにつきまし

て、二、三御紹介をいたします。 

 まず１番目には、一般外来と検診業務を切り離し、診療業務と業務を分けて実施することによ

り、これまで一般外来と検診業務の混在から来る患者様の不平不満を解消したことは一つござい

ます。 

 ２つ目には、８時から混雑する最大受付時間帯の混乱解消を図るため、医事職員を説明に立た

せ、再来受付機器の使い方などわからない患者様に対し、個々に説明指導を行っております。 

 ３つ目には、診療窓口においても、外来看護師に、長時間お待ちの患者様への声かけの実施や、

いすにかけて待つことの困難な患者様へ、処置室、ベッドを提供するなどの細やかな配慮を行わ

せておりまして、個々に生じた不満については、その都度、患者対応の改善をさせているところ

でございます。 

 私といたしましては、今、市の職員との意見交換が行っておりますが、実は９月１日に、公立

病院の職員と第１回目をやりました。勤務形態のこともございまして、三十五、六名の職員と話

をしたわけでございます。その中で接遇に関する市長としての私の基本的な考えについて、説明

をしたところでございます。 

 その職員との意見交換の中で、市長は４年間、市民の皆さんと対応を重ねて来られましたと、

その中で市民病院に対する評価はどうでしたかという質問がございました。私は、一番多かった
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意見は、対応が悪いということが市民の皆さんの一番多い意見だったということを正直に職員に

申し上げまして、今後は評価が上がるように頑張っていこうじゃないかということを職員と話し

たところでございます。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  近藤議員。 

○議員（２２番  近藤 団一君）  市長の意気込みもわかりました。例えば、その市長が申されま

した外来にしても、もうとにかく病院に１０年も２０年もいる看護師さんは、あらかたの状況は

わかっているとですよ。１時間も２時間も待たせて、済みません、レントゲンをとってきてくだ

さいと、待たせた挙句に。こういうことはやっぱりなくしていくべきという気がするわけです。

それとか検尿、ちょっと尿の採取をお願いします。１時間待たせた上にですよ。何で先に言わん

のかという、もうこういう苦情も多いんです。市山管理監、お願いいたします。 

 それで、こういうところがこう幾らかあるんですよ、いろいろですね。その辺はその業務改善

の話し合いの中で解決をしていって、とにかく不満が出ないように、外来の患者さんの不満が出

ないように、入院患者さんの不満が出ないようにとまず頭にそれを入れると。それとあとはあい

さつ運動にしても、通り過ぎるときにワッペンつけたりせんでもいいと言いますけれども、ワッ

ペンがまだ今はない状態ですから、頭を下げて１秒かかりますかね、時間、別にあんまり関係な

いという気がするんですよ。時間的にもロスもないし、業務的にもロスがないわけですよ。ちょ

っと下げりゃよかとですよ。これを何でできんかなということなんです。その辺いかがですかね、

２点、市長。あれだったら、市山管理監にでも答弁できたら。 

○議長（深見 忠生君）  市山病院事業管理監。 

〔病院事業管理監（市山 勝彦君） 登壇〕 

○病院事業管理監（市山 勝彦君）  お答えいたします。 

 確かに指摘されるところ、私ども気をつけているつもりですけれども、やっぱり漏れていると

ころがあるかなと思っています。それで、これについては、やはり何回も何回も言っていかない

と、癖になるように言っていかないといけないことだと思っていますので、そういった観点から

のやり方というのは非常に参考になります。ですから、その辺をしっかり受けとめて、職員にき

っちり伝えて、基本的な部分が問われているということを認識させて変えていきたいと思ってい

ます。 

〔病院事業管理監（市山 勝彦君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  近藤議員。 

○議員（２２番  近藤 団一君）  その「三つ子にせんじゅせんべん」いうようにもう大人がその

言うこと聞かないのは情けない話ですけども、それでも病院をよくしていくためにせにゃいかん
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ことです。その辺を含めてもう１回院長あたりと、それとか看護師長会でもいいですし、市山管

理監、本当にもうついて行って言って、とにかくあなただけじゃないんだと、病院全体が言われ

よるんだということを認識をさせていただきたいという気がいたします。 

 最後にちょっと市長の何か決意かなんかを聞いて、質問を終わりたいと思います。 

○議長（深見 忠生君）  白川市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 

○市長（白川 博一君）  正直に申し上げて、私も今までのうちに、病院に２回しか行っておりま

せん。しかし、職員との対話集会をしますときに、初めてその市長と話をしたと、感激したとい

う言葉を聞きました。私はそれが基本じゃないかと思いますので、やっぱり市長と職員が顔を合

わせて話を身近にして、そして初めて私の思うところの意思が伝わるんじゃなかろうかと思って

おります。したがいまして、２回しか行っておりませんけど、足繁く病院に通って、先生方、そ

して看護師等々と話し合いを進めていって、改善につなげていきたいと思っております。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  近藤議員。 

○議員（２２番  近藤 団一君）  最後に一言。恐らく全国の市町村はどこでもそうでしょうけれ

ども、百数十人の職員を束ねる院長が議会に出席をしないというのは、それは年４回ですけれど

も、臨時も含めてそんな全部出席しろとは言いません。とにかく例えば重要な質問あたりが出た

ときには、院長を出席させるような方法を今後とっていただきたいという気がいたします。 

 以上で質問を終わります。 

〔近藤 団一議員 一般質問席 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  以上をもって近藤議員の一般質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（深見 忠生君）  次に、２１番、市山繁議員の登壇をお願いします。 

〔市山  繁議員 一般質問席 登壇〕 

○議員（２１番  市山  繁君）  市長におかれましては、きのうきょう連続で大変お疲れさまで

ございますが、私が本日の最後でございますので、おつき合いをお願いいたします。 

 それでは、２１番、市山繁が、市長に対しまして一般質問を行います。通告に従い大きくは

３点、小さい項目もそれぞれ上げておりますので、順次質問をいたします。 

 きのうからきょうにかけて、市の山積する諸問題が問われており、最後になりますと、ほとん

ど関連で私の８０％ぐらいはもう質疑応答があっておるんでございますけれども、私なりに質問

をさせていただきます。 

 まず第１点は、普通財産・遊休地の整理の進捗状況についてでございますが、この件について
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は再質問になるかと思っておりますけれども、前市長のときの平成１８年６月定例議会で質問を

しておりまして、白川市長にもその引き継ぎがあっておるかと思っておりますが、白川市長も新

しく市長になられておられますので、市長の見解もあると思って質問をいたすわけでございます。 

 その当時、前市長の答弁では、整理にはまだ２年ぐらい必要とのことでございました。私もそ

のときは、正直、旧４町のそうした帳簿を集約すると、すぐ一目瞭然わかると私は思っておった

わけでございますけれども、いろんな都合で２年かかるということでございましたので、管財課

長に会って聞きました。そうしたところが、「私は４月からここに来ておるので余りよくわから

んとですね。委託業者とか航空写真とかいろいろそれぞれのことがあって、やはり２年ぐらいか

かるだろうな」という話でございましたので、もうそれ以上この人に追求してもできないと思っ

て、早目にできるようにということで私も言って要望をいたしておりました。 

 それから、もう約２年３カ月ぐらい経っておるわけですね。それで何の回答もないわけですが、

現在もう正直できておるものだろうと私は思っておりますけれども、もし整理ができていないな

ら、どの点が手間取っているのか、そしてどの過程で進行しないのか、まずお尋ねをいたしたい、

と思っております。 

 次の２の市の利用計画がない遊休地についてはということでございますが、全国的に各自治体

の財源確保は非常に厳しさを増しております。例えば市であれ会社であれ、個人であれ、資金、

財源の確保ができなければ何の計画もならないわけでございますね。そうしたことで、国県の補

助事業でもやはり地元負担金もあり、事業をするたびに財源の確保が必要になってまいります。 

 先日、市長が原の辻維持管理の２,０００万円の増加分についても、何か節約して財源の確保

をしようとおっしゃっておりましたけれども、その意気込みは非常に私も評価するわけでござい

ますが、節約された財源といわれても、これは毎年必要でございますので、まだそうした節約に

ついては、使い道は幾らでも待っております。節約よりも、私はこうした運営は外貨を稼ぐとい

うことが運営の常識だとかように思っているところでございます。 

 そしてまた、個人と自治体との違いがあると思いますけれども、会社や個人は、経営が厳しく

なっておりますが、厳しくなっていきますと、自分の所有財産、結局不用なものから処分をして、

それから身を削って今運営をしているわけです。そしてまた、担保価値のあるものは担保にして、

そして資金をつくって、その厳しさに絶えているところでございます。 

 質問の遊休地の整理ができておれば、その位置、面積が明確になれば、その市の計画がない不

用地については公売して、住民の所有の隣接地とか、いろいろ自分がこの土地が手に入ればまだ

拡大されるんだなという方もいらっしゃるかもしれないし、そしてまた、民間業者によって市で

できない事業が開発できると、私もこう思っているところでございます。 

 細目書がなければ、どのくらいの価値があるのか面積があるのか一つも検討がつかないわけで
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すね。それで、とにかく整理ができれば、遊休地の売却益で財源を確保にもなるわけですね、い

ろんな事業にも充当されるわけですから、借り入れするよりも不用な土地はもうこの際整理をし

て、もう要らん宝の持ち腐れよりも、管理も厳しいわけですから、その点、市長の御見解をお尋

ねするところでございます。 

 それからその次に、団塊の世代のＰＲと実績について、これについては、全国的に団塊の世代

を迎えており、各県市町村においても、Ｕターン、Ｉターンの誘致合戦があっております。これ

は、この議会でも何名かの同僚議員が一般質問をされたこともございますが、五島市でも１０名

から１５名からの移住があっておるそうでございますが、壱岐でもキャッチフレーズを作成され

て実施されておられましたが、最近こう非常に目立った情報もなく、そしてまた報告もあってお

りません。そこで、どのくらいの実績があったのか、そしてまた、どういうキャッチフレーズを

やったのか、そうした優遇条件があったのか、それもちょっとお知らせを願いたいと思っており

ます。 

 そしてまた、現在、壱岐の人口も年々減少をしております。事業の低迷によって税収の減が非

常に憂慮されております。移住と遊休地の活用は、少なくとも移住された方だけでも定住人口の

増になるわけでございますから、そしてまた、その先についた家族が盆正月でも帰ってくるとい

うようなことで、それぞれ税収の増になると私は思っておりますし、地域の消費増にもなると思

っていますが、市長はどのように考えておられるか、お尋ねをいたしたいと思っています。 

 以上３点について、お尋ねをいたします。 

○議長（深見 忠生君）  市山議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 

○市長（白川 博一君）  市山繁議員の御質問にお答えをいたします。 

 １点目は、遊休地の整理調査はどの程度、進捗状況はどうかと。２つ目には、遊休地の民間活

力導入の観点から、公売の方法は考えていないのかということ。３番目には、団塊世代のＰＲと

実績はということでございます。 

 まず第１番目の遊休地に整理につきましては、公有財産管理システムによる業務を行うように

いたしております。先ほど議員がおっしゃったように、今私も初めて２年半ぐらいかかるという

ことをこう聞いたわけでございますけれども、現在の段階で入力は終わっておるわけでございま

すけれども、一覧表の帳票の提出ができません。 

 どういうことかと申しますと、システム全体の進捗状況を申し上げますと、１８年３月にハー

ド部門、いわゆる機械を購入したわけですね。そして、土地データについては、平成１９年

１２月に、また家屋データについても２０年１月に入力を終わっておりまして、現在、画像で、

いわゆるディスプレイでは見えるということでございます。土地、市有地情報はほぼ整備ができ
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ております。 

 したがいまして、個別の壱岐市有地の情報は提供できる状態にございます。しかしながら、建

物の整備の中で困っておりますのが、紙台帳を見直して、財産名称をつけて情報のあるものを入

力してもなお、取得の目的、用途、構造面積、取得価格の不明なものが約４０％にございます。

不明の部分については、８月に関係所管課へ一覧表を送り、９月末、今月末を期限に検査調書等

の情報収集を行っているところでございます。 

 また、土地につきましても同じような状況にありますので、見直しが終わりましたら、同様に

関係所管課へ一覧表を送り、情報収集を行う予定であります。 

 以上のような状況でありますので、遊休地の整備完了予定を２０年度決算の添付書類の財産調

書、提出時期にあわせまして、２１年７月を目途といたしておるところでございます。 

 御参考でございますけれども、この市有地といいますのは、もちろん非課税でございますけれ

ども、非課税の総数を申し上げますと、道路、河川、港湾、漁港、公営企業などを含む土地で

８万２,０００筆ございます。これはほとんどが土地を分筆して道路にしております。道路に地

番がついているものがほとんどでございますけど、この中から公有財産として６万５,０００筆

を抽出いたしておるところでございます。 

 建物の公有財産としては、これは私も驚いたわけでございますけれども、建物が１,１００件

ございます。これは１,１００棟ではございませんので、御注意願いたいと思っております。例

えば、一つの棟を複数年次で建築した場合は、それぞれがこう１棟と入っている可能性もござい

まして、件数で申し上げますと１,１００件ということでございます。 

 第２番目の遊休地の公売はどうかということでございますけれども、これも公有財産の管理シ

ステムと並行して、画像データにより遊休地の把握をして、取得の段階での何の目的で取得した

のかといったものをちゃんといたしまして、利活用計画の協議を行い、売却できるものにつきま

しては、売却の方針で進めてまいりたいと思っております。 

 議員御指摘のように、個人有地に売却いたしますれば、固定資産税も入るわけでございます。

その売却の予定でございますけれども、現在、勝本町の老人ホーム先にあります白滝公民館隣の

遊休地約１,８００平方メートルを現在進めております水道の本管延長工事を行った上で、売却

公募を行う予定でございまして、所要の予算を計上しているところでございます。 

 ３点目の団塊の世代の退職を今迎えております。については、現時点では具体的な方策は行っ

ておりませんが、遊休地の活用方法として、遊休地の調査が完了し次第、ホームページ等に掲載

して壱岐島への定住の促進を図りたいと存じます。このことについては、非常に後手に回ってい

るということを反省いたしております。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 
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○議長（深見 忠生君）  市山議員。 

○議員（２１番  市山  繁君）  そうすると、整理調査については２１年７月にほぼ検討がつく

と。それであとについては、それが出次第にまた検討させていただきたいと私も思っております。 

 それから、公売については、やはりそのさっき言うように市の計画のないものについては公売

をしていく必要があると思っておりますし、だんだんこれが不景気になると購入する人も減って

くるし、民間事業でも資金もなかなか厳しくなってきますから、なるべく早く公売ができるよう

に、そして個人の利便性に役に立つようにしていただきたいと思っております。 

 それから、団塊の世代については、１件も誘致がなかったわけですかね。 

○議長（深見 忠生君）  白川市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 

○市長（白川 博一君）  実績としては、団塊世代の方が、壱岐にＩターンをされたというのはな

いそうでございます。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

○議員（２１番  市山  繁君）  それはさっき言うたように、キャッチフレーズの内容問題が、

よそよりも劣ったということは感じておられませんか。その点をちょっと。 

○議長（深見 忠生君）  白川市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 

○市長（白川 博一君）  そのとおりだと思っております。また回数というか、その画面も少ない

と思っております。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  市山議員。 

○議員（２１番  市山  繁君）  その団塊の世代の誘致は大事なことでございます。企業誘致は

なかなかできない時代でございますし、先日市長も船賃がただになれば、どんどん出稼ぎもでき

るというふうなことでございましたけれども、なるべく受け入れ態勢の方を重視していかなきゃ

いかんと思っておりますから、その点やっぱりもう少し勉強をして、優秀な職員がおいでですか

ら、その点については勉強する必要があると私も思っておりますし、そして、遊休地の中でもこ

れは団塊の世代の人が、住居にふさわしい静かなところもあるわけですね、あるだろうと私も想

定をしております。 

 そこで、それもあるし、きのう町田正一議員が言っておりました、将来的には払い下げの住宅

ができるような場所もあると思うとですね。そうしたことで、町中よりも少し田舎の野菜畑がつ

いたとか、そういう関係の人も希望するところもあると思っておりますので、その点、早く検討

をする必要があると私は思っております。それで早く資料を出していただきたいということがそ
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れでございます。 

 この点については、先がありますから、ちょっと議長、次に進んでいいですか。 

 それでは、２項目、離島の存在と重要性について、これは離島振興法活用についてが重視でご

ざいますが、これは、市長、タイトルは本当に大げさなようでございますけれども、これは離島

は将来的現実になるかもしれないということで、この次の国に要請をされるときに頭に入れてい

ただきたい。やっておられると思っておりますけれども、私が感じたことを言っておりますので、

これについては要点だけ、気持ちだけの答弁でよございますが、ちょっと言いたいと思っており

ます。 

 国の要請は、離島の実態を訴えるためでありますから、御承知のとおり、９月１日突如として、

日本の内閣総理大臣福田首相が辞任のニュースが速報で字幕で出ました。正直、近いうちに起こ

るであろうと思っていましたけれども、何と言っても国民に対して無責任であります。ねじれ国

会とか総裁候補の顔ぶれとか、解散総選挙のパフォーマンスとかいろいろこう言われております

が、自分がやれなくなると辞任すると、次は次の首相がやってくれるだろうと、自分たちのこと

だけで国民のことは何ら何も考えていないのかと私は言いたいくらいでございますが、我々国民

は、特に離島に住む者にとっては、現況ではどこまで辛抱して耐えなければならないのかと。そ

して土に這いうずくまるまで頑張らなければならないのか。ほかに対策はないのかと私たちは言

いたいくらいでございます。 

 長崎県は、御承知のとおり、離島県でございます。所得も最下位に近い県でございます。全国

４７都道府県のうちに２４県が離島を持つ県でございますが、全国の離島の有人数は２６０島も

ございますが、そのうち長崎県が５５島、２１％を占めております。有人島でも１万人以上の島

は全国で９島ありますが、そのうちに長崎県が４島もあるわけですね。 

 そして最西端の島でございます。有事のときは国境の守備になるかもしれないというようなこ

とでございますが、その島が業界が低迷し、本当に過疎化になったときに、自治体の力が弱くな

ってまいりますと、有事は別として、密入国や領海侵犯があるやもしれません。そうした領土の

西端が排他的経済水域の２００海里の基準となっておるわけです。そのために、現に竹島や尖閣

諸島等の自国の領土の主張が設けてられるわけでございます。 

 そのような位置にある離島の存在を、重要視されておるのかどうか、されておるだろうと思っ

ておりますけれども、その取り組みがなされておらない。私は国へ直訴したいくらいであります

から、県あるいは市長、議長も要望されて十分わかっておりますけれども、これについては、ぜ

ひ壱岐の存在を主張してやっていただきたい、かように思っております。 

 これはこれで市長のお考えだけでようございますが。 

 次に、原油の高騰対策の要請でございますが、離島の経済は海路の運搬コストについてでござ
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います。 

 現在問題となっている原油の高騰は、発展途上国の進歩によるエネルギー需要増と投機的な要

素によって、世界的に非常に経済混乱状態になっておるわけでございますが、そのため、きのう

も話があっておりましたけれども、バイオエタノールの生産によりまして、食をとるか、油をと

るかというような時代となってきておるわけです。 

 一次産業である漁業は漁獲減少、魚価の低迷と重油、燃料の高騰で、全国漁業者の休漁問題ま

でと発展をしました。漁業の継続、後継者問題も非常に憂慮されておる現状でございます。農業

においても飼料、肥料、農薬等の値上がりで、農畜産、施設園芸等に大きな影響があっておりま

して、きのう深見議員が言われておりましたけれども、８月２３日に壱岐のＪＡでは、「壱岐農

業経営危機突破緊急決起大会」が、谷川代議士を初め、市長、議長、漁協長ほか関係者１,０００人

ぐらいの規模の大決起大会が行われておりました。 

 また、９月６日は諫早でＪＡ県中央会、県ＪＡグループでは、「暮らしと農を守る県危機突破

大会」が、１,２００人くらい出席して行われております。いかにこの現状の厳しさを訴えてい

るかということでございますが、農漁業ではとにかく自分がとったもの、価格決定権がないわけ

です。これを幾らに売りたい、値上げしてこれだけで売ってやりたいという価格決定権がないわ

けです。 

 そういうことで、生産コストの上昇部分を販売価格に十分に反映できないのが、今の現状です。

それだから農漁業も苦しいわけです。 

 そうしたことで、９月５日には、県内７ＪＡが県下一斉街頭活動を実施して、農畜産の現状の

チラシを配付しておるということです。 

 ９月３日には、おたく当たりが頑張っていただきましたが、壱岐対馬九州郵船陳情団が国土交

通省に、航路補助陳情に各地元代議士に面会をされて、陳情団は壱岐・対馬市長、議長、竹永九

郵社長、商工会長、小山田総務部長で行っておられますが、壱岐福岡間の経済圏の補助を強く要

望されて、代表としての熱意と行動には非常に私も敬意を表しておりますが、国土交通省は現在

のところどうといえる段階ではないが、承ったというような簡単な応答であったそうですが、何

と頼りない私は情けないと思っております。 

 この点、市長はそのときの感触、そしてどうであったか、そして本当にこの代議士たちの答弁

が実感身があったのかどうか、お尋ねをいたしたいと思っておりますが、離島の経済は海路の運

搬コストが島内各業界を初め、島民の生活に大きな影響を及ぼしております。これ以上悪化すれ

ば、島は死活問題に陥ると、私もこれは必至であると思っております。 

 市長も先般、単独でも救済支援の気持ちのことは言われておりましたが、緊急対策も必要でご

ざいますけれども、これは一時的なものであります。風邪薬と一緒でございますが、それは活性
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化や振興には直接つながらんわけです。そうしたことで継続的な施策である離島振興法を復活さ

せて、ソフト面で総合的な支援策を打ち出していただかないと、壱岐を初め、全国離島半島の過

疎化は急速してくるのではないかと思っております。 

 市長、議長も大変頑張っていただいておるわけでございますけれども、これは私も議長してい

る時もそうでしたけども、全国離島市長会、そして議長会もあるわけですから、その中で提言を

されて、やっておられると思っておりますけれども、提言をされて、決議をいただいて、国会へ

強く要望じゃなくて、要請をしていただきたいと私は思っておりますが、今の総理大臣の辞職に

伴って、いろいろな問題があっておりますが、今回はそれが反対に私はチャンスと思っておりま

す。 

 総裁選、総選挙も控えておりまして、きのう私も正直ある代議士から電話がかかりました。こ

れはいい幸いと思って、私もいろいろなことを申し上げておりました。そうしたことで、これに

ついて市長の御見解をお尋ねするところでございます。この２点。 

○議長（深見 忠生君）  白川市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 

○市長（白川 博一君）  長崎県は離島県で日本の西端に位置していると、この領土の西端、排他

的経済水域、そういったものをどういうふうに考えているかという御質問、第１点目でございま

す。 

 国は、昨年７月海洋基本法を施行いたしました。同法では、国や市町村、国民の責務などのほ

か、十数項目の基本施策を示し、その中で離島の保全等もうたい、離島振興の必要性を強調して

おります。 

 それによりますと、国は離島が我が国の領海及び排他的経済水域の保全、海上交通の安全の確

保、海洋資源の開発及び利用、海洋環境の保全に重要な役割を担っていることにかんがみ、離島

に関し、海岸等の保全、海上交通の安全の確保並びに海洋資源の開発及び利用のための施設の整

備、周辺海域の自然環境の保全、住民の生活基盤の整備、その他の必要な措置を講ずるものとす

るとしておりまして、国は離島の果たしている役割と整備の必要性を認めているところでござい

ます。 

 離島は、領海や排他的経済水域の線引きには大きな役割を果たしておりまして、その離島の住

民の活動や生活なくして、海洋検疫や国防の維持、発展はないと考えております。今後、離島に

対する施策は当然変わるべきでありまして、強化されるべきであります。 

 今後、同法及び離島振興法を大いに活用して、壱岐の島の振興が図れますよう、国に積極的に

働きかけて訴えてまいりたいと思っております。 

 ２点目の御質問の離島の経済は海路の運搬コストがすべての島内業界、島民へ大きな影響があ
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ると、現情勢では離島経済は沈没寸前である。国へ強く要請をすべきであるという御質問でござ

います。 

 議員お話のとおり、離島における航路問題につきましては、市民生活、そして産業経済に非常

に大きな影響を与えるものでございまして、いわば離島の生命線であり、生活道路そのものであ

ります。 

 離島問題につきましては、本議会冒頭の行政報告で御説明いたしましたとおり、燃油価格高騰

のあおりを受け、減便や燃油価格変動調整金、いわゆるバンカーサーチャージの導入が予定され

るなど、非常に厳しい状況にございます。 

 こうしたことから、８月２８日に長崎県、そして９月２日、３日に九州運輸局、国土交通省、

そして国会議員の方々に壱岐、対馬両島の議長、商工会会長にも御出席いただき、両島の現状を

訴えて、運賃や減便などの改善が図られるよう、離島航路補助金の改善等を強く要望したところ

でございます。 

 また、先般開催されました県市長会におきましても、燃油価格高騰問題について協議し、燃油

価格高騰に伴う航路対策、産業経済の支援、財政措置などを取りまとめまして、国、県へ要望書

を提出し、さらに政局の今後の動向により多少流動的ではございますが、１１月１３日に実施予

定されております長崎県市長会と長崎県市議会議長会の地元選出国会議員へ共同要望の折にも強

く要望したいと考えております。 

 県におきましても、多くの離島を抱えた現状を考慮した農林水産用燃油価格高騰対策、離島航

空路対策を含めた、運輸業関連の支援拡充、離島と本土におけるガソリン等の価格差縮減対策な

ど国へ要望されておりまして、こうした離島関係県、市町村、そして産業経済団体等の強い要望

を受け、国におきましては、平成２０年度補正予算、そして平成２１年度概算要求に離島に配慮

した内容が盛り込まれているところでございます。 

 実は、９月２日、３日の陳情の中で、宮路離島対策振興委員長、そして宮腰代議士にお会いし

てまいりました。宮腰代議士は鹿児島出身でございまして、甑島があるわけでございますけども、

ここは鹿児島県が離島航路補助を出しておって、けさほどの質問にありましたように、国からそ

れに対する助成を受けているということでございました。そして、宮路、宮腰両代議士からも離

島にとって航路は道路であるという力強いお話を伺ったところでございます。 

 ただ、今回の離島航路の助成につきまして、拡大をするということでございますけれども、壱

岐について２つの大きな問題がございました。 

 第１点は、唯一航路、いわゆるその島にとって１つの航路しかだめだということでございます。

いわゆる壱岐は、行政が長崎県でございますから、唐津に１航路、そして経済圏であります博多

に１航路、２航路持っているわけです。そういう航路については該当しませんよという現在の補
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助制度でございます。したがいまして、壱岐の特殊性、いわゆる行政は長崎、経済は福岡という

この特殊事情をぜひ理解していただきたいということを強く訴えてまいりました。 

 もう一つネックは、１島１寄港地だということでございます。これにつきましても、壱岐は日

本海と東シナ海を結ぶ、ちょうど首の根本にある島ですと、非常に季節風も強く吹くし、波も高

い、そういったことで季節風が東よりのときは郷ノ浦港に、そして西寄りのときは芦辺港にとい

うことで、現在就航率が高くなっておると、これが１港づけになると欠航率が高くなって、壱岐

の、いわゆる生活道路、航路の機能が非常に落ちる。その辺も特殊要因として、ぜひ考慮してい

ただきたいと、この２点を強く要望したところでございます。 

 対馬からは、ジェットフォイルでさえ２時間半かかるんだということで、ジェットフォイルで

も補助対象にしてくれないかということでございました。今のところジェットフォイルについて

は、国の補助の対象から除外されているという現実があるわけでございます。 

 いずれにいたしましても、今後もあらゆる機会を利用いたしまして、他の離島関係市町と連携

をとりながら、この離島の現状を強く訴え、改善に向けた施策の取り組みの早期実現を要望して

まいりたいと考えておるところでございます。（発言する者あり）離島振興法は、まだ生きてい

ると思っております。（発言する者あり）離島振興法につきましては、最大限の利用をさしてい

ただきたいと思っております。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  市山議員。 

○議員（２１番  市山  繁君）  この離島の重要性については同じでございますが、この離島の

経済のことについてですが、先般町田正一議員からも緊急質問の中で言われたように、県庁でも、

私は国会でも座り込みをするような気持ちと、島民の団結が必要だろうと、私もそれに参加した

ぐらいでいっぱいでございますが、９月１日の朝に、７時のニュースで壱岐・福岡間の九郵のフ

ェリーの減便の報道があっておりましたが、全国放送ですから、それに対しまして非常に私も危

惧をしておるところでございますが、先日私も石油関係で、元売りと福岡で会議に出席させてい

ただきました。そのときに、やはり状況報告があるわけでございます。その中で私は、壱岐の漁

業、給油の関係も話しましたけれども、元売りは非常に強きでございます。原油の高騰は値下が

りはするであろうけれども、なかなか安定はしない。そして日本の台風と一緒ですが、アメリカ

当たりのハリケーンの被害状況では、まだ変動はあるだろうというようなことも言っておりまし

たし、それに給油会社は民間会社であって、御存じのように累積赤字がふえますと、やはりこれ

は経営削減をしなきゃいけない。まず、社員のリストラか運行会社であれば減便をするだろう、

仕方ないだろうというような見方でございました。 

 そういうことで、きのうも話があっておりましたが、平戸市は燃油高騰で緊急対策として、農
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林業用、水産業用で４,０００万円を出すという、補助金を追加提案をしておりますが、それは

漁協や農協を通じてＡ重油リッターで５円の補てんでございますけれども、自治体ができるだけ

のことを対応したということで、緊急ではございますが、内訳は沿岸漁業の燃油重油が２,６５０万

円、農林漁業は加温燃油のためには６５０万円、ビニールハウス資材の高騰による補助金を

７００万円、漁業は市内の７割に当たる１,６００隻が対象で、今年４月から９月まで、農林漁

業については約２２０戸を対象としておるということで、これは４月からですから、壱岐の場合

はなかなかそういうことはできないということでございましたけれども、こういうふうに各地や

っぱり厳しい状況の中にも知恵をしておられるわけですけども、私はこれも短期的なものと思っ

ております。 

 そしてまた、対馬市では９月４日に２隻体制の関係で、補助金をやって、先ほど言われたよう

に、国会でもその交付金で対応すると、８０％は対応するということでございましたが、きょう

の新聞を見ますと、それは没になっておるようです。そうしたことで、交付金についても内容が

明記されない補助金については、受けられないというような対馬の考えのようでございました。 

 そうしたことで、いろいろなところがやっておりますが、五島市の中尾市長のこの間テレビ聞

いてみますと、五島航路は海の国道３８０号と名づけて、海も国道であるということを主張され

ておられます。私もこの点については、前から海は国道であるということは言っておりましたけ

れども、客船は人の足であるわけですから、本土の新幹線とか、それから、高速道路の建設につ

いても同じことだろうと思っております。それから見れば、私は安いもんだと思っておりますの

で、これもやっぱり国会当たりに十分に話しかけていただいて、日本一高い九州郵船の運搬費用

を島内の人とか、それから、来島者の方々が利用しやすいようにできるように、私は継続的にこ

の施策の要請をしていただきたいと、そしてかように思っているところでございます。 

 何かございましたら。 

○議長（深見 忠生君）  白川市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 

○市長（白川 博一君）  議員がおっしゃるように、これは継続的に根気強く、国に訴えてまいり

たいと思っております。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  市山議員。 

○議員（２１番  市山  繁君）  次にいきます。観光産業の取り組みについて、原の辻遺跡、一

支国博物館の完成により、観光の起爆剤として期待されているが、島全体の観光を再検討する件

についてでございますけれども、島内で賛否両論ある中に一支国博物館・埋蔵文化センターが、

平成２２年の完成を目指して工事も着々と進んでおるわけでございますが、先日でも指定管理者
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維持管理費の増額で、議論中でございますけれども、今建設には前市長、白川市長、各教育関係

もこれが完成すれば壱岐観光の起爆剤となることに期待をかけておられます。私たちももちろん

多額の事業費を投入し、維持費も４,５００万円も、これは決定すればのことでございますけれ

ども、負担するわけですから、成功を願っておるわけでございますが、これは国、県の支援、協

力もさることながら、一支国の王都であったという壱岐の歴史と文化を、先ほど市長も言われた

ように、全国に知ってもらうということが一番大事です。学術的な人とか、これに関心のある方

は、もうパンフレット見ただけ、ニュース見ただけでも来るわけですから、それで私はここにこ

れが来ておりますけれども、１０周年記念があっておりますが、このパンフレットだけでは、私

は行こうとは思いません。 

 しかしながら、県とか、この３県で、やはりテレビ、全国放送して、こうした壱岐博物館も

２２年には完成するんだと、これが姉妹遺跡であるということを、テレビで、あれは年間

１,０００万円ぐらいですか、それをかけて、それは１,０００万円もかけんでも、５００万円で

いいわけですけれども、やっぱりそうしたことで宣伝をしていかないとと思っております。 

 先ほども話があって、私もいつも申しておりますけれども、壱岐市は株式会社、市長は社長で

すから、観光の関係の方は、これはもうセールスマンですから、とにかくセールスマン、セール

をしていただいて、それはもうどんどん誘致ができれば、完成報酬方式をとってもいいわけです

から、ノルマというわけにはいかないわけですから、やはりそうしたことに力を入れていただき

たい。自分の会社であるというようなことを考えていただきたいと、私も思っておりますし、例

えばではございませんけれども、一支国博物館が観光の起爆剤となったとしても、あとの導火線

がどうであるかと、あとの観光が東では、例えば左京鼻、西では猿岩とかいろいろございます。

そうしたことの全般的に見直すと、そしてグルメ観光に来る人にも、それぞれに民宿の人にも働

きかけて、いかにしたらいいかということを見直す必要が、私はあると。そして、幸い観光協会

も一本化になっておりますから、そういうことに力を入れていただきたいと、かように思ってお

ります。 

 それから、この壱岐北部海洋性公園開発計画策定業務ですか、これの報告が昨年の９月、３月

報告されております。これが第１回があっておるわけですけど、その後これは報告会とか、研究

会とかあっておられるのかどうか、これはただつくったばっかりで１回で終わりかどうか、お尋

ねします。 

 それから、最近、壱岐島荘、サンドーム、いろいろ検討されておりますけれども、壱岐にあっ

て隣の対馬にはない、自然の宝の温泉があるわけです。これを最大限に利用して、現在の旅館の

方たちと温泉組合を組織して、黒川温泉のように、黒川温泉も一時は上昇したわけですが、低迷

をしました。それは、どういう意味かというと、やっぱりライバル意識があってお互いの悪口を
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いったり、あそこの温泉よりうちはいいですよというような、ポン引き状態、お客様引き合いの

状態で非常に混乱というか、感情的にもつれがあって、お客様が結局嫌ったということもござい

ました。 

 そうしたことで、だれかリーダーになって、そこの温泉開発をしようじゃないかというような

気持ちで、自発的な経営の見直しを図る必要が私もあると、それには市もアドバイスできるもの

は協力して、湯ノ本開発、活性化をすべきだと思っております。 

 それから、次に日本にない、それこそ壱岐にしかない、日本の国のただ１つの名称、自然の巨

岩、猿岩がございます。最近修理も完成して、これを活かして、猿岩公園とあわせて、壱岐の要

塞であって、黒崎砲台を模造復元して、猿岩と一体化すれば周辺の開発が、より私は活性化にな

るんじゃないかと思っております。 

 それから、北の観光イルカパークの見直し、そして磯あそび、通年型のできる場所を検討され

て、箱物ばかりではなくて、自然とリニューアルした観光が、よそでも見直されております。そ

うしたことで、一遍に何もかもできないわけでございますから、交流人口の拡大に必要なことで

ありますので、できるだけ私は、先ほど話があっておりましたスポーツ交流を含めて、滞在型が

できるような進め方が私は必要であると、かように思っておりますが、市長の御見解を。 

○議長（深見 忠生君）  白川市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 

○市長（白川 博一君）  観光産業の取り組みについての御質問でございます。 

 市山議員おおせのとおり原の辻遺跡は、東アジアでも１級の文化遺産の１つでございまして、

その全容解明には多くの注目を集めております。博物館、史跡公園の整備により、研究者を初め、

歴史愛好家の来島も期待をされております。 

 整備事業は、県文化整備施設原の辻プロジェクト施設、県学芸文化課、壱岐市文化財課など、

複数の担当部署が連携して進められております。 

 この整備は、歴史研究だけの施設づくりでは、単にハード事業としてだけの評価になりますの

で、整備に当たっては、壱岐市のまちづくり、地域振興の核として、原の辻遺跡として位置づけ、

市内各地に散在する文化遺産、史跡、名所旧跡、伝承文化等々に触れ合っていただく島づくりプ

ロジェクトとして進めておるところでございます。 

 現在の夏季に、夏に偏った観光中心に来島される方々を、周年型の観光プランへと導くことが

可能になると考えているところでございます。 

 島づくりプロジェクトの推進につきましては、現在自然景観などの見学に偏っている観光メニ

ューに加えて、体験学習、町歩きコース、食べ物、食のもてなし、案内サービス、イベント、広

報戦略など検討を加え、それぞれのテーマについて原の辻プロジェクト室、観光部門、農水産部
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門、地域活性化団体など、行政、市民の共同事業として取り組んでいるところでございます。多

様化する観光ニーズにこたえるとともに、団体観光ツアーから少人数単位の観光客にも対応でき

るよう、関係部署で連携をとりながら検討を重ねてまいります。 

 観光商工課においても、壱岐市観光まちづくり実施計画のテーマとして、壱岐の宝、原の辻遺

跡を活かした観光まちづくりとして最重点に位置づけて、壱岐市観光協会など、地域の意見を聞

きながら実施計画を策定中でございます。１１月には、長崎県観光審議会にお諮りをすることと

いたしております。 

 ２つ目の御質問であります。通年型観光地を目指すべきであるとの御指摘でありますが、その

通りだと思っております。観光関係者におきましても、早くから言い続けられてまいりました。

壱岐島内では、１月の新春マラソンに始まり、１２月の夜神楽講演まで、毎月何らかの催しが壱

岐のどこかで開催されており、幾分かは観光敷きの幅はできたかなと感じております。 

 壱岐市の総合計画では、いきいきアイランド実現、いきいきわくわく観光コンビニエンス構想

として、壱岐の観光の素材の多さを活用する観光振興構想が書かれております。コンビニエンス

でございますから、何でもあるよと、壱岐は何でもあるよという構想でございます。多くの観光

素材が島内に所在をいたしておるところでございます。 

 しかし、余りの多さに観光のコンセプトが見出せないと言う意見もございます。エリア別、目

的別、季節ごとなど、焦点を絞った宣伝広告を企画し、１年中壱岐の魅力を発揮できる観光を検

討したいと思っております。特に、夏はこれだよ、冬はこれだよ、春はこれだよと行ったような、

一つ一つメリハリをつけた観光宣伝が必要であると思っているところでございます。 

 長崎県は、２０１２年、平成２４年度に開催を目指して県内全域を会場とした大型イベントを

計画いたしております。世界遺産、外国人観光誘致、平和学習、歴史観光など、県内の観光素材

を活かした広域的観光でございます。壱岐市といたしましても、他地域に後れをとることなく、

施設の充実やイベント企画に取り組み、壱岐の魅力発信に取り組みますので、御理解と御支援を

お願いする次第でございます。 

 先ほど申されました、温泉の問題につきましても、積極的にかかわってまいりたいと思ってい

るところでございます。 

 また、猿岩、砲台跡、そういったものについても、研究を進めてまいりたいと思っております。 

○議長（深見 忠生君）  市長、北部海洋性公園の関係は。 

○市長（白川 博一君）  北部海洋性公園の冊子ができておりますが、それにつきましては、こと

しになってから、今年度になってからは、その話題が上がっておりません。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  市山議員。 
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○議員（２１番  市山  繁君）  原の辻、そしてまた全体的な観光については同感でございます

が、昨年、私の宮崎の延岡におる友達が観光に来ました。まず最初に、一番壱岐が見えるところ

に上げろということで、岳ノ辻に行ったわけです。とにかく壱岐がこんなに広いとは知らなかっ

たと、私は元冠の話は聞いておって、壱岐と対馬がひっついておると思っとったというようなこ

とでございました。そして壱岐に一番感激したのは何かというと、まず第一に猿岩、それから、

あとは勝本の蛇ケ谷ですか、あそこが一番私は印象に残っておると。猿岩は、これは日本にない、

とにかく世界にもなかろうと、とにかくこれを活かすべきだと、宮崎の東国原知事じゃないけれ

ども、宮崎弁で、それは川端という人ですけども、「どげんかせんといかんばい」というような

発言で、とにかく写真マニュアであって、猿岩を私たちはバックにして撮るわけですけど、それ

は３人横に並んで、猿と人間がどのくらい似ているかということで、横に並んで写真を撮るよう

な写真マニュアでございましたが、そういうことで非常にこれを活かさにゃいけないということ

で、黒崎砲台の説明をしましたけれども、私も同感でございました。 

 それから、猿にちなんで、猿のまつりとか、猿岩公園とかあるわけですが、私も熊本の猿軍団

に電話をしまして、「そうしたイベントは組まれんか」ということで言いました。そうしたとこ

ろで、「日程が組めれば壱岐にも来てもいいですよ、日程を調整して」そしてツーリストにも聞

くと、「それはその時期に合わせてあえばそのときに組み込んであげましょう」と、「費用はど

のくらいかかるか」といったら、「１回来るのに３０万円、そして宿泊と旅費は別ですよ」と、

１日来たぐらいではもの足らんから、壱岐に見ていない人もおるから、「２日くらい来たら、

５０万円ぐらいで請け合われんですか。５０万円ぐらいならわずかなもんだから、出してもいい

ですよ」と私も言ったところが、「５０万円ぐらいで２日間やったら、２回講演で５０万円なら

来ますよ」という話もいただいておりますから、そうしたこともあるから、いろいろなイベント

を、さっき言うように立派な職員もいらっしゃるわけですから、各地にアンテナを張って、検討

して、いかに人を呼ぶかと、そしていかに壱岐を知ってもらうかということが私は大事と思って

おります。 

 そういうことで、観光にも力を入れていただきたいと思っておりますが、黒崎砲台も軍国主義

とか何とかと言われるかもしれませんけれども、これは一昨年だったですか、呉で戦艦大和の実

物大の展示があったですね。あれは戦艦大和は日本ですばらしい、最後の戦艦であって、結局戦

没者、そしてまた生存者の方もいられて、非常に関心が高いということで、１８０万人ぐらいの

来場があって、非常に財政効果があったということで聞いております。 

 壱岐の場合そこまでいきませんけれども、西の海、対馬海峡を守ったという経緯がございます。

対馬の鶏知の銃砲と黒崎砲台が行き会って警備ができる、打ち合うような威力はあったという砲

台でございますから、そうしたこともやはり観光の中に入れて検討する必要があるなと、私は思



- 193 - 

っております。 

 それから、イルカパークについても、非常に今濁っております。それも海水の濁りをとって、

モーターで上げて、外に流すこともできますから、そうした清浄化を図るとか、ちょっと１分間

いいですか。 

○議長（深見 忠生君）  はい、どうぞ。 

○議員（２１番  市山  繁君）  そして、ブラジルでこの間テレビがあっておりました。それは

とにかく生活の変化で自然が汚染されて、港が非常に濁っておったそうです。そうしたところが、

これをどうかしなければいけないということで、調査団が入って、そこの水槽は１メートルぐら

いの水槽でしたけれども、その海水と、海水を清浄するものを入れて試験しましたが、３０分ぐ

らいで澄み切った水になったわけです。それはどういうことかというと、市長も御存じと思いま

すが、磯に行ったら、岩にフジツボというのがついていますが、あれが清浄効果があるそうです、

私びっくりしましたが。それをそこのブラジルのある港に３メートルの１０メートルぐらいの棚

をつけて、そのフジツボをそこで生息させてやったところが、その海がきれいになったという話

もあっておりますから、いろいろなことがございますから、そうしたことをして、きれいな海で

イルカと泳げるような施設にしたらどうかと、私は思っております。 

 そして長崎水産試験場あたりにもいろいろ聞いて、検討する要因はあると思っておりますので、

参考までに、時間が過ぎましたが終わります。 

○議長（深見 忠生君）  以上をもって、市山繁議員の一般質問を終わります。 

────────────・────・──────────── 

○議長（深見 忠生君）  これで本日の日程は終了いたしました。これで散会をいたします。大変

皆様お疲れでございました。傍聴者の皆さんもありがとうございました。 

午後２時48分散会 

────────────────────────────── 

 


